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第 1節	 人的支援 
 

１．自治体および民間事業者・ＮＰＯ等か

らの人的支援の概要  

図表 8-1-1	 自治体等、民間・ＮＰＯ等派遣による 1 日当たり人数の推移  
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第 1 節 人的支援 

 

１．自治体および民間事業者・ＮＰＯ等から

の人的支援の概要 

災害対策基本法では、第 5 条の 2 で地方公

共団体相互協力に関する規定、第 8 条第 2 項

第 12 号で地方公共団体の相互応援等に関す

る協定の締結に関する規定が定められている。 

  本市においてもこれらの災害対策基本法の

規定に基づき、災害発生当初における各種応

急復旧活動に対する人的支援について、他の

自治体をはじめ、民間事業者等との間で災害

時相互支援協定を締結している。 

また、同じく災害対策基本法の第 67 条、68

条、74 条においては大規模な災害が発生した

場合、その当該自治体は他の自治体に災害応

急対策に対して応援を求めることができると

規定されており、今回の熊本地震では、甚大

な被害が発生し早急な応急復旧活動が求めら

れたことから、本市への人的支援を要請し、

他の自治体をはじめ、民間事業者、ＮＰＯ等

から応援派遣による人的支援を受けることと

なった。 

本市への人的支援は、発災後の 4 月 15 日か

ら開始され、他自治体等および民間・ＮＰＯ 

等による人的支援が継続されている。なお平

成 29 年 3 月 31 日までの人的支援の合計延べ

数は 83,396 人に上っている。その延べ人数の

内訳は自治体等公的機関からの支援が

63,741 人、民間事業者、ＮＰＯ等からの支援

が 19,655 人となっている。 

図 8-1-1 は自治体等および民間・ＮＰＯ等

による人的派遣の 1 日あたり人数の推移の 4

月15日から平成29年 3月 31日時点までを示

したものである。これを見ると人的支援は 4

月 27 日が最大の 2,388 人となり、内訳は自治

体等からの人的派遣が 1,979 人、民間等から

の支援が 409 人となっている。また、民間等

からの支援が最大となったのは 4 月 29 日の

585 人である。4 月 15 日から平成 29 年 3 月

31 日までの人的支援延べ人数 83,396 人のう

ち、4 月 15 日から 6 月 30 日までの発災後 2

ヶ月半の間で支援延べ人数は 64,793 人とな

り、これは平成 28 年度中の支援延べ人数の約

8 割にあたり、この期間に最も人的支援が集

中したことがわかる。

 

図表 8-1-1 自治体等、民間・ＮＰＯ等派遣による 1 日当たり人数の推移 

 ※平成 28 年 4 月 15 日から平成 29 年 3 月 31 日までを示す  
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図表 8-1-2	 自治体等機関・民間等からの人的支援延べ人数  

期間 従	事	業	務 延べ人数 計

住家被害認定調査 14,097

事業所被害認定調査 478 14,575

区役所が開設する避難所の運営等 11,520

避難所の巡回健康相談、保健指導、衛生活動等 2,358

福祉避難所支援等 163

視聴覚障がい者等への避難所等における情報・コミュニケーション支援 142

避難所運営に関する学校支援 57 14,240

応急給水 4,286

下水道管渠被害状況調査 2,246

水道応急復旧 2,400

漏水調査 313 9,245

災害ごみ収集 6,114

災害ガレキ収集(自衛隊） 518 6,632

被災建築物応急危険度判定業務 2,272

被災宅地危険度判定業務 874

学校施設の被災建築物応急危険度判定業務 32

倒壊家屋の診断受付等支援 15 3,193

り災証明発行業務 4,257 4,257

そ	の	他 特別な教育的支援を要する児童生徒や学級担任等への支援、助言 983

物資搬出入、配送等業務 281

農地災害復旧・り災証明業務関係等 385

医療支援と健康管理 100

倒壊家屋撤去等費用補助金業務支援 30

被災者住宅支援関係(助言） 29

宅地復旧に関する支援業務 16

ＤＭＡＴによる患者搬送支援 8 1,832

53,974

住家被害認定調査 固定資産税（住家被害認定調査等）業務 1,620

被災住宅の応急修理審査等 5,419

宅地復旧のための設計・査定・管理等業務 1,363

学校施設修理業務 940

高齢者福祉施設に係る災害復旧費国庫補助事務・復旧工事等調整等業務 243

熊本城復旧業務 182

9,767

63,741

応急復旧,応急給水 10,045

地震後の子どもたちの心のケア	 2,256

区役所が開設する避難所の運営等（区） 1,159

り災証明発行 761

物資等輸送応援 540

被災建築物応急危険度判定業務 381

避難行動要支援者（障がい者）を対象に、被災者の安否確認や情報提供、
必要な福祉サービスにつなげることを目的とした戸別訪問等の実施ほか

3,283

災害ごみ収集、大型災害ごみ回収 931

現地詳細調査および査定設計書作成支援 108

災害多言語支援センター設置による外国人への災害情報提供等支援 191

19,655

83,396

※平成28年4月15日から平成29年3月31日までの業務別災害支援延べ数（短期派遣・中長期派遣）
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・
N
P
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り災証明受付・発行

　　小　　計
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派
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住宅応急修理審査等

宅地復旧業務

学校施設修理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小　計

高齢者福祉施設災害復旧事務支援

熊本城復旧業務

農地・土地改良施設復旧支援

外国人への支援

　　　　合								計

物資搬送

応急危険度判定

避難行動要支援者支援

災害ごみ収集

期間 従 事 業 務 延べ人数 計

住家被害認定調査 14,097

事業所被害認定調査 478 14,575

区役所が開設する避難所の運営等 11,520

避難所の巡回健康相談、保健指導、衛生活動等 2,358

福祉避難所支援等 163

視聴覚障がい者等への避難所等における情報・コミュニケーション支援 142

避難所運営に関する学校支援 57 14,240

応急給水 4,286

下水道管渠被害状況調査 2,246

水道応急復旧 2,400

漏水調査 313 9,245

災害ごみ収集 6,114

災害ガレキ収集(自衛隊） 518 6,632

被災建築物応急危険度判定業務 2,272

被災宅地危険度判定業務 874

学校施設の被災建築物応急危険度判定業務 32

倒壊家屋の診断受付等支援 15 3,193

り災証明発行業務 4,257 4,257

そ の 他 特別な教育的支援を要する児童生徒や学級担任等への支援、助言 983

物資搬出入、配送等業務 281

農地災害復旧・り災証明業務関係等 385

医療支援と健康管理 100

倒壊家屋撤去等費用補助金業務支援 30

被災者住宅支援関係(助言） 29

宅地復旧に関する支援業務 16

ＤＭＡＴによる患者搬送支援 8 1,832

53,974

住家被害認定調査 固定資産税（住家被害認定調査等）業務 1,620

被災住宅の応急修理審査等 5,419

宅地復旧のための設計・査定・管理等業務 1,363

学校施設修理業務 940

高齢者福祉施設に係る災害復旧費国庫補助事務・復旧工事等調整等業務 243

熊本城復旧業務 182

9,767

63,741

応急復旧,応急給水 10,045

地震後の子どもたちの心のケア 2,256

区役所が開設する避難所の運営等（区） 1,159

り災証明発行 761

物資等輸送応援 540

被災建築物応急危険度判定業務 381

避難行動要支援者（障がい者）を対象に、被災者の安否確認や情報提供、必
要な福祉サービスにつなげることを目的とした戸別訪問等の実施ほか 3,283

災害ごみ収集、大型災害ごみ回収 931

現地詳細調査および査定設計書作成支援 108

災害多言語支援センター設置による外国人への災害情報提供等支援 191

19,655

83,396

※平成28年4月15日から平成29年3月31日までの業務別災害支援延べ数（短期派遣・中長期派遣）
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２．自治体等からの人的支援  
（１）自治体等からの支援業務別推移  

図表 8-1-3	 自治体等公的機関からの業務別人的支援の推移  
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２．自治体等からの人的支援 

（１）自治体等からの支援業務別推移 

図表 8-1-3 は、4 月 15 日から平成 29 年 3

月 31 日までの自治体等公的機関による人的

支援の業務別推移を示したものである。 

前震直後からの人的支援の推移を見てみる

と、前震・本震によって本市の水道施設が損

傷し全市域で断水が発生したため、4 月 15 日

から応急給水・応急復旧等の支援が始まり、4

月22日には最高の529人となるなど発災直後

から集中した支援が行われた。また、市職員

だけでの対応が困難だった避難所運営に対し

ては、4 月 17 日から支援が始まり、4 月 27

日の 843 人を最高に、5 月 18 日まで集中的に

支援を受けている。また、4 月 20 日から応急

危険度判定業務の支援も始まり、4 月 27 日に

は最高の 541 人となるとともに、避難所への

物資搬送支援においても 4 月 19 日から 4 月

26 日まで集中した支援を受けている。 

さらに 4 月下旬からは大量に発生した災害

ごみやガレキ処理が課題となり、4 月 21 日か

ら支援が始まり 7 月 1 日まで続けられた。そ 

 

の間、災害ガレキの収集については 4 月 28

日から 5 月 3 日にかけて自衛隊による支援も

行われた。 

発災から 2 週間が経つと相当数のり災証明

の申請が行われるようになり、それに対する

り災証明受付や証明書の発行業務への対応か

ら、4 月 24 日から支援の受入れが始まり、5

月 6 日には最高の 149 人に上る支援を受け、5

月末まで 1 日あたり 100 人以上の支援を受け

ている。さらにり災証明に係る住家被害認定

調査の支援も増加している。この被害認定調

査については 1 次調査、2 次調査等の対応か

ら6月14日には最高の196人となる支援が続

けられ、7 月、8 月には減少するものの平成

29 年 3 月末まで継続して支援を受けている。

また、その他の支援では、5 月 9 日から 7 月

15 日まで特別な教育的支援を要する児童・生

徒や学級担任等への支援、助言に係る支援が

行われた。さらに 9 月以降では、住宅応急修

理補助に係る審査等の業務に対する支援が継

続されている。

図表 8-1-3 自治体等公的機関からの業務別人的支援の推移 

※平成 28 年 6 月 14 日以降は 1 週間ごとのデータで作成 
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（２）短期派遣から中長期派遣へ  

（３）短期派遣の状況  
①本市に対する指定都市市長会を中心と

した短期派遣の支援状況  
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②短期派遣に係る主な支援業務内容  

（ア）避難所運営・支援等業務

（イ）り災証明受付・発行および住家被害

認定調査  

（ウ）水道断水に伴う応急給水、応急復旧

等および下水道管渠被害状況調査  

（エ）災害ごみ・ガレキ収集  
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（オ）応急危険度判定業務  

（カ）その他の支援業務  

（４）中長期派遣の詳細  
①本市に対する中長期派遣の支援状況  

②中長期派遣に係る主な支援業務内容  

 
（ア）固定資産税（住家被害認定調査等）

に関する業務  

 
（イ）被災住宅応急修理関係業務  
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（ウ）宅地復旧業務  

（エ）学校施設補修業務  

（オ）高齢者福祉施設等復旧業務  

（カ）熊本城復旧業務  

 
（５）自治体等からの人的支援における総括  
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図表 8-1-4	 他都市等からの短期派遣の状況
 
（１）避難所運営・支援等業務 
①避難所の運営等 

 

②避難所健康相談・保健指導等 

 

 
③福祉避難所支援等 
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図表 8-1-4	 他都市等からの短期派遣の状況
 
（１）避難所運営・支援等業務 
①避難所の運営等 

 

②避難所健康相談・保健指導等 

 

 
③福祉避難所支援等 
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④視聴覚障がい等への避難所等における支援 

 
⑤避難所運営等に関する学校支援   

 
 
（２）り災証明受付・発行業務 
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②事業所被害認定調査  

 

 
 
（４）応急給水、応急復旧等  
①応急給水  
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（３）住家被害認定調査関係業務（事業所含む） 
①住家被害認定調査
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②事業所被害認定調査  

 

 
 
（４）応急給水、応急復旧等  
①応急給水  
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②事業所被害認定調査  

 

 
 
（４）応急給水、応急復旧等  
①応急給水  
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②事業所被害認定調査  

 

 
 
（４）応急給水、応急復旧等  
①応急給水  
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②下水道管渠被害状況調査  

③水道応急復旧  

④漏水調査  
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（５）災害ごみ・ガレキ収集  
①災害ごみ収集  

②災害ガレキ収集  

（６）応急危険度判定  
①被災建築物応急危険度判定業務  
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②学校施設の被災建築物応急危険度判定業務  

③被災宅地危険度判定業務  

④倒壊家屋の診断支援  
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（７）その他の業務  
①特別な教育的支援を要する児童生徒や学級担任等への支援、助言  

②物資搬出入・配送等業務  

③農地災害復旧・り災証明業務関係  
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（７）その他の業務  
①特別な教育的支援を要する児童生徒や学級担任等への支援、助言  

②物資搬出入・配送等業務  

③農地災害復旧・り災証明業務関係  
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④倒壊家屋撤去等費用補助金業務支援  

 
⑤医療支援と健康管理  

 
⑥被災者住宅支援関係  第
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⑦宅地復旧業務支援  

⑧ＤＭＡＴによる患者搬送の支援  
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図表 8-1-5	 他都市等からの中長期派遣の状況

（１）固定資産税（住家被害認定調査等）業務  

（２）被災住宅応急修理関係業務  

（３）宅地復旧業務  
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（４）学校施設補修業務  

（５）高齢者福祉施設に係る災害復旧費国庫補助事務・復旧工事等調整等業務  

（６）熊本城復旧業務  
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別推移 

図表 8-1-6 で 4 月 15 日から平成 29 年 3 月

31 日までの民間事業者やＮＰＯ等による業

務別人的派遣の推移を示している。 

最も多い支援は、応急給水・応急復旧の支

援で、熊本市管工事協同組合や全国管工事業

協同組合連合会などによって4月 15日から 5

月 31 日まで続けられ、4 月 28 日には 1 日あ

たり 407 人、5 月 6 日には 392 人に上る支援

を受けた。 

また、物資搬送の支援では、本震のあった

4 月 16 日から 4 月 26 日まで消防団によって

行われており、災害ごみ収集においても、福

岡市の廃棄物処理業者や全国清掃事業者連合

によって 4 月 24 日から 5 月 22 日まで支援が

行われている。 

被災建築物応急危険度判定業務においては

熊本県被災建築物応急危険度判定支援本部を

通じて岐阜県や岡山県、山口県など 14 県の民

間業者による支援を4月23日から5月 1日ま

で受けた。また、り災証明の発行業務支援に

おいても熊本県行政書士会、自治労県本部に

よって4月24日から7月2日まで支援が行わ

れた。 

そのほか4月21日からはＮＰＯ法人日本相

談支援専門員協会や社会福祉団体等によって

避難者行動要支援者支援（障がい者を対象に

被災者の安否確認や情報提供、必要な福祉サ

ービスにつなげることを目的とした戸別訪問

等の実施）が開始され、被災障がい者の困り

ごと対応は平成 28 年度中続けられた。 

また、地震後の子どもたちの心のケアのた

めに日本学校心理士会、日本臨床心理士会に

より 5 月 11 日から支援が実施され、5 月下旬

から7月下旬まで1日あたり30人を超える支

援が行われ、その後も平成 29 年 3 月 10 日ま

で継続されている。さらに、5 月 21 日から 7

月 2 日まで自治労本部、県職連合、日教組等

による避難所運営支援が行われた。

 

図表 8-1-6 民間・ＮＰＯ等による業務別人的支援の推移 

※平成 28 年 6 月 14 日以降は 1 週間ごとのデータで作成。 
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３．民間事業者・ＮＰＯ等からの人的支援  
（１）民間事業者・ＮＰＯ等からの支援業

務別推移  

図表 8-1-6	 民間・ＮＰＯ等による業務別人的支援の推移  
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３．民間事業者・ＮＰＯ等からの人的支援  
（１）民間事業者・ＮＰＯ等からの支援業

務別推移  

図表 8-1-6	 民間・ＮＰＯ等による業務別人的支援の推移  
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別推移 

図表 8-1-6 で 4 月 15 日から平成 29 年 3 月

31 日までの民間事業者やＮＰＯ等による業

務別人的派遣の推移を示している。 

最も多い支援は、応急給水・応急復旧の支

援で、熊本市管工事協同組合や全国管工事業

協同組合連合会などによって4月 15日から 5

月 31 日まで続けられ、4 月 28 日には 1 日あ

たり 407 人、5 月 6 日には 392 人に上る支援

を受けた。 

また、物資搬送の支援では、本震のあった

4 月 16 日から 4 月 26 日まで消防団によって

行われており、災害ごみ収集においても、福

岡市の廃棄物処理業者や全国清掃事業者連合

によって 4 月 24 日から 5 月 22 日まで支援が

行われている。 

被災建築物応急危険度判定業務においては

熊本県被災建築物応急危険度判定支援本部を

通じて岐阜県や岡山県、山口県など 14 県の民

間業者による支援を4月23日から5月 1日ま

で受けた。また、り災証明の発行業務支援に

おいても熊本県行政書士会、自治労県本部に

よって4月24日から7月2日まで支援が行わ

れた。 

そのほか4月21日からはＮＰＯ法人日本相

談支援専門員協会や社会福祉団体等によって

避難者行動要支援者支援（障がい者を対象に

被災者の安否確認や情報提供、必要な福祉サ

ービスにつなげることを目的とした戸別訪問

等の実施）が開始され、被災障がい者の困り

ごと対応は平成 28 年度中続けられた。 

また、地震後の子どもたちの心のケアのた

めに日本学校心理士会、日本臨床心理士会に

より 5 月 11 日から支援が実施され、5 月下旬

から7月下旬まで1日あたり30人を超える支

援が行われ、その後も平成 29 年 3 月 10 日ま

で継続されている。さらに、5 月 21 日から 7

月 2 日まで自治労本部、県職連合、日教組等

による避難所運営支援が行われた。
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※平成 28 年 6 月 14 日以降は 1 週間ごとのデータで作成。 
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別推移 

図表 8-1-6 で 4 月 15 日から平成 29 年 3 月

31 日までの民間事業者やＮＰＯ等による業

務別人的派遣の推移を示している。 

最も多い支援は、応急給水・応急復旧の支

援で、熊本市管工事協同組合や全国管工事業

協同組合連合会などによって4月 15日から 5

月 31 日まで続けられ、4 月 28 日には 1 日あ

たり 407 人、5 月 6 日には 392 人に上る支援

を受けた。 

また、物資搬送の支援では、本震のあった

4 月 16 日から 4 月 26 日まで消防団によって

行われており、災害ごみ収集においても、福

岡市の廃棄物処理業者や全国清掃事業者連合

によって 4 月 24 日から 5 月 22 日まで支援が

行われている。 

被災建築物応急危険度判定業務においては

熊本県被災建築物応急危険度判定支援本部を

通じて岐阜県や岡山県、山口県など 14 県の民

間業者による支援を4月23日から5月 1日ま

で受けた。また、り災証明の発行業務支援に

おいても熊本県行政書士会、自治労県本部に

よって4月24日から7月2日まで支援が行わ

れた。 

そのほか4月21日からはＮＰＯ法人日本相

談支援専門員協会や社会福祉団体等によって

避難者行動要支援者支援（障がい者を対象に

被災者の安否確認や情報提供、必要な福祉サ

ービスにつなげることを目的とした戸別訪問

等の実施）が開始され、被災障がい者の困り

ごと対応は平成 28 年度中続けられた。 

また、地震後の子どもたちの心のケアのた

めに日本学校心理士会、日本臨床心理士会に

より 5 月 11 日から支援が実施され、5 月下旬

から7月下旬まで1日あたり30人を超える支

援が行われ、その後も平成 29 年 3 月 10 日ま

で継続されている。さらに、5 月 21 日から 7

月 2 日まで自治労本部、県職連合、日教組等

による避難所運営支援が行われた。

 

図表 8-1-6 民間・ＮＰＯ等による業務別人的支援の推移 

※平成 28 年 6 月 14 日以降は 1 週間ごとのデータで作成。 
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（２）民間事業者・ＮＰＯ等からの主な支

援業務内容  

（ア）応急給水、応急復旧  

（イ）子どもの心のケア  

（ウ）避難所運営・支援等  

（エ）り災証明受付・発行  

（オ）物資搬送  

（カ）被災建築物応急危険度判定  

（キ）避難行動要支援者支援  

（ク）災害ごみ収集

（ケ）農地・土地改良施設復旧

（コ）外国人への支援
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（キ）避難行動要支援者支援  

（ク）災害ごみ収集
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図表 8-1-7	 民間事業者・ＮＰＯ等からの支援状況  
（１）応急給水、応急復旧  

（２）子どもの心のケア
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図表 8-1-7	 民間事業者・ＮＰＯ等からの支援状況  
（１）応急給水、応急復旧  

（２）子どもの心のケア
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（３）避難所運営・支援等  

（４）り災証明受付・発行  

（５）物資搬送  

（６）被災建築物応急危険度判定  
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（７）避難行動要支援者支援  
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（８）災害ごみ収集  

（９）農地・土地改良施設復旧  

１０）外国人への支援
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第２節 物的支援 

 

１．協定による支援物資  

（１）他自治体との協定 

地震、風水害等により被災した自治体が、

独自では十分な応急措置が実施できない場合

に、その要請にこたえ、協定を結んだ自治体

は友愛精神に基づき、相互に救援協力し、被

災自治体の応急対策および復旧対策を円滑に

行うものとされている。支援物資の提供と救

助、応急復旧にかかわる職員の派遣が主な支

援となっている。熊本地震以前、本市では他

自治体と 10 の協定を結んでおり、継続中であ

る（平成 29 年 3 月 31 日時点）。 

図表 8-2-1 に、協定名と協定自治体、支援

物資の主な内容、締結日を記した。 

 

図表8-2-1 他自治体との物資支援にかかわる協定（締結日順） 

 協定名 協定自治体 支援物資の主な内容 締結日 

1 九州九都市災害時相互

応援に関する協定 

北九州市、福岡市、佐賀市、

長崎市、大分市、宮崎市、

鹿児島市、那覇市 

H7.12.28 

2 熊本市及び尼崎市災害

時相互応援に関する協

定 

 

尼崎市 H8.8.1 

3 九州九都市水道局災害

時相互応援に関する覚

書 

北九州市、福岡市、佐賀市、

長崎市、大分市、宮崎市、

鹿児島市、那覇市 

H9.4.1 

4 熊本市及び福井市災害

時相互応援協定 

福井市 H9.11.21 

5 熊本県市町村災害時相

互応援に関する協定 

熊本県市長会、熊本県町村

会 

H15.7.23 

6 熊本県都市災害時相互

応援に関する協定 

八代市、人吉市、荒尾市、

水俣市、玉名市、山鹿市、

天草市、菊池市、宇土市、

上天草市、宇城市、阿蘇市、

合志市 

H20.4.23 

7 21 大都市災害相互応

援協定 

札幌市、仙台市、さいたま

市、千葉市、東京都、川崎

市、横浜市、相模原市、新

潟市、静岡市、浜松市、名

古屋市、京都市、大阪市、

堺市、神戸市、岡山市、広

島市、北九州市、福岡市 

H24.4.1 

8 島原市及び熊本市災害

時相互応援協定 

島原市 

(1)食糧、飲料水及び生活必

需物資並びにその供給に必

要な資機材の提供。 

(2)被災者の救出、医療、防

疫、施設の応急復旧等に必

要な資機材及び物資の提

供。 

(3)救援及び救助活動に必

要な車両等の提供。 

 

※九州九都市水道局災害時

相互応援に関する覚書につ

いては、 

(1)飲料水の供給。 

(2)施設の応急復旧等に必

要な資機材の提供。 

(3)その他の事項及び渇水

等による相互応援。 

H24.7.3 
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16 ㈱ローソン 災害時における物資の供給 

（物品の種類：食料品、衣料、

日用品雑貨）。 

H24.11.21

17 ㈱プロミクロス 

18 

災害時における物資の

供給に関する協定 

 

熊本県畜産農業協同組合連

合会 

災害時における物資の供給 

（物品の種類：動物救援活動

の早期安定に必要とするも

の）。 

H25.5.31 

 

19 災害時における地図製

品等の供給等に関する

協定書 

㈱ゼンリン 地図製品等の供給及び利用

等。 

H26.7.17 

20 災害等供給物資に関す

る協定 

合同会社西友 災害時における物資の供給 

（物品の種類：食料品、衣料、

日用品雑貨）。 

H27.12.1 

21 災害時における畳の提

供に関する協定 

「5 日で 5000 枚の約束。」プ

ロジェクト実行委員会 

避難所等への畳の提供。 

 

H28.10.28

22 マックスバリュ九州㈱、㈱

メガスポーツ、イオンタウ

ン㈱ 

(1)災害時における物資の供

給（物品の種類：食料品、衣

料寝具、日用品雑貨）。 

(2)被災者支援①施設を避難

場所として被災者に提供。②

施設において、被災者に対

し、水道水、トイレ等を提供。

③施設において、被災者に対

し、テレビ・ラジオ等で知り

えた災害情報を提供。 

23 

災害時における物資の

供給等に関する協定 

 

ユニ･チャーム㈱ 災害時における物資の供給 

（物品の種類：子供用紙おむ

つ、大人用紙おむつ、生理用

品、ウェットティシュ、マス

ク等の衛生用品、ペットフー

ド、ペット用品）。 

H28.11.1 

 

24 災害時における物資の

輸送及び物流拠点の運

営に関する協定 

佐川急便㈱南九州支店 (1)市が管理する施設及び市

が指定した物流拠点等から

避難所等への物資の配送。

(2)市が指定した物流拠点の

運営。(3)市が管理する施設

及び物流拠点の運営に必要

な資機材の提供。(4)物流業

務におけるアドバイザーの

派遣。 

H29.3.22

  

- 476 - 
 

9 災害時相互応援協定 松山市 H24.11.27

10 災害時における医療機

関相互応援に関する協

定 

 

福岡市民病院、佐賀県医療

センター好生館、長崎市立

市民病院、熊本市民病院、

大分県立病院、宮崎県立宮

崎病院、鹿児島市立病院、

沖縄県立南部医療センタ

ー・こども医療センター 

医療機器、医薬品類、食料

その他応急物資の支援。 

H25.4.26 

 

（２）民間企業との協定 

 地震、風水害等の災害が発生、又はそのお

それがある場合、支援物資を迅速かつ円滑に

供給するため、本市が応急活動の協力を要請

した場合、協定を結んだ民間企業は社会貢献

の一環として、当該応急活動の実施に努める

ものとされている。熊本地震以前に20の協定

が結ばれており、熊本地震以後、4つの協定が

新たに結ばれた（平成29年3月31日時点）。 

図表 8-2-2 に、協定名と協定企業、支援物

資の主な内容、締結日を記した。

 

図表8-2-2 民間企業との物資支援にかかわる協定（締結日順） 

 協定名 協定企業 支援物資の内容 締結日 

1 コカ・コーラウエスト㈱ 

2 サントリービバレッジサー

ビス㈱ 

3 熊本ヤクルト㈱ 

災害対応型自動販売機の機

内在庫の飲料水を無償で提

供。 

H20.3.24 

 

4 ＮＰＯ法人コメリ災害対策

センター 

H20.6.5 

5 ㈱ホームセンターサンコー

6 ㈱ホームセンターフタバ 

7 イオン九州㈱ 

8 ㈱ホームインプルーブメン

トひろせ 

9 ㈱ナフコ 

10 

災害時応急活動に関す

る協定 

 

㈱ミスターマックス 

災害時における物資の供給 

{物品の種類：作業関係（ブ

ルーシート、スコップ等）、

日用品（毛布、タオル等）、

水関係（飲料水、水缶）、冷

暖房機器（大型石油ストー

ブ等）、電気用品（投光機、

懐中電灯等）トイレ関係（救

急ミニトイレ）等}。 

H20.10.9 

 

11 ㈱鶴屋百貨店 

12 ㈱イズミ 

13 イオンストア九州㈱ 

14 

災害等供給物資に関す

る協定 

 

㈱マルショク 

災害時における物資の供給 

（物品の種類：食料品、衣料

寝具、日用品雑貨、その他）。 

H22.5.24 

 

15 災害時における生活用

水等の供給及び平常時

における防災活動への

協力に関する協定 

公益財団法人熊本ＹＭＣＡ (1)生活用水。(2)被災者の救

援・救助に伴う施設・備品の

提供。(3)ボランティアコー

ディネート・ボランティア活

動等の支援。 

H24.6.1 
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16 ㈱ローソン 災害時における物資の供給 

（物品の種類：食料品、衣料、

日用品雑貨）。 

H24.11.21

17 ㈱プロミクロス 

18 

災害時における物資の

供給に関する協定 

 

熊本県畜産農業協同組合連

合会 

災害時における物資の供給 

（物品の種類：動物救援活動

の早期安定に必要とするも

の）。 

H25.5.31 

 

19 災害時における地図製

品等の供給等に関する

協定書 

㈱ゼンリン 地図製品等の供給及び利用

等。 

H26.7.17 

20 災害等供給物資に関す

る協定 

合同会社西友 災害時における物資の供給 

（物品の種類：食料品、衣料、

日用品雑貨）。 

H27.12.1 

21 災害時における畳の提

供に関する協定 

「5 日で 5000 枚の約束。」プ

ロジェクト実行委員会 

避難所等への畳の提供。 

 

H28.10.28

22 マックスバリュ九州㈱、㈱

メガスポーツ、イオンタウ

ン㈱ 

(1)災害時における物資の供

給（物品の種類：食料品、衣

料寝具、日用品雑貨）。 

(2)被災者支援①施設を避難

場所として被災者に提供。②

施設において、被災者に対

し、水道水、トイレ等を提供。

③施設において、被災者に対

し、テレビ・ラジオ等で知り

えた災害情報を提供。 

23 

災害時における物資の

供給等に関する協定 

 

ユニ･チャーム㈱ 災害時における物資の供給 

（物品の種類：子供用紙おむ

つ、大人用紙おむつ、生理用

品、ウェットティシュ、マス

ク等の衛生用品、ペットフー

ド、ペット用品）。 

H28.11.1 

 

24 災害時における物資の

輸送及び物流拠点の運

営に関する協定 

佐川急便㈱南九州支店 (1)市が管理する施設及び市

が指定した物流拠点等から

避難所等への物資の配送。

(2)市が指定した物流拠点の

運営。(3)市が管理する施設

及び物流拠点の運営に必要

な資機材の提供。(4)物流業

務におけるアドバイザーの

派遣。 

H29.3.22
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２．国・自治体・民間企業等からの物的支援 

 （１）国からの支援 

今回の熊本地震では、被災自治体の要請を

待たずに国が不可欠と思われる物資を調達し、 

避難所へ直接搬送する「プッシュ型支援」が

全国で初めて実施された。被災区域全体で、4

月16日から5月6日の期間で合計約263万食の

支援物資が供給された。本市にも多数の支援

物資が送られた（図表8-2-3）。

 

図表8-2-3 国からの支援物資の例 

内閣府 水 864 箱、毛布 11,520 枚、おにぎり 36,400 個、パン 495 箱、トイレットペ

ーパー19,900 ロール、紙おむつ（大人）322 枚×29 箱、（乳児）102 枚×66

箱、簡易トイレ 870 個、その他おかゆ、パックご飯、カップ麺、ゼリー、栄

養補助食品、缶詰など多数 

法務省 水（多数） 

農林水産省 おにぎり約 7,000 個（4/16）、バナナ 1,000 箱以上、トマト 412 箱他 

九州地方整備局 ブルーシート 100 枚 

 

（２）他自治体からの支援 

今回の熊本地震では、他自治体から多くの

支援物資が寄せられた。災害協定に基づく支

援として、21大都市災害相互応援協定が適用

され、東京都を含む全国の政令指定都市から

支援物資が送られた。また、市町村間の相互

支援協定を結ぶ福井市、尼崎市、松山市から

も支援物資を受けた（図表8-2-4）。その他、

全国の自治体からも多くの支援物資を受けた

（図表8-2-5）。

 

図表8-2-4 災害協定に基づく他自治体からの支援物資の例

 

 

 

 

 

 

 

 

札幌市・仙台市・さいたま市・

千葉市・東京都・横浜市・川

崎市・相模原市・新潟市・静

岡市・浜松市・名古屋市・京

都市・大阪市・堺市・神戸市・

岡山市・広島市・北九州市・

福岡市           

毛布 46,282 枚、粉ミルク 35,106 個、紙おむつ 191,175 枚、ト

イレットペーパー104,601 ロール、生理用品 172,152 個、ブル

ーシート 9,040 枚、ごみ袋 110,000 枚、ウェットティッシュ

103,900 個、タオル 28,500 枚、アルファ米 332,500 食、ビスケ

ット類 298,610 食、おかゆ 3,850 食、保存パン類 110,112 食、

水 826,512 本、哺乳ビン 2,700 個、ティッシュペーパー21,000

個、簡易トイレ 1,609 個、排便収納袋 637,800 袋、便凝固剤

117,000 個、手廻しラジオライト 200 個、カセットコンロ 300

台、カセットボンベ 900 個、一般家庭用薬品、消毒液、トイレ

掃除用具等 

福井市（越前市も共同支援）、

尼崎市、松山市 

ビスケット 17,000 食、水 2ℓ×6 本 508 ｹｰｽ、毛布 2,980 枚、そ

の他アルファ米、水、毛布、ミルク、紙おむつ、生理用品多数
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図表 8-2-5 その他自治体からの支援物資の代表的事例 

  

都道府県 【北海道】水、おむつ、トイレットペーパー、排便収納袋他、【青

森県】水 2ℓ×6 本×800 箱、【新潟県】水 16,000 本、アルファ米

20,000 食、ブルーシート、ごみ袋、【茨城県】食料品 20 箱、水

60 箱、毛布 15 箱、アルファ米 40 食、プチバスケット 840 個、【長

野県】レトルトカレー、水 5ｔ、【福井県】アルファ米 4,000 食×

80 箱、ブルーシート 1,000 枚、【滋賀県】アルファ米、【大阪府】

毛布 652 箱、アルファ米、【兵庫県】アルファ米 20,000 食、【鳥

取県】アルファ米 20,000 食、水 9,192 本、【徳島県】アレルギー

ご飯、乾パン、粉ミルク、【山口県】毛布、防災シート、タオル

ケット、【福岡県】発電機、ボンベ、パン 936 箱、毛布 247 箱、

簡易トイレ 6 箱、【熊本県】お茶 600 箱、ジュース 200 箱、アルコ

ール 5 箱、濃厚流動食 10 箱、パン、クッキー、水他 

全国市長会（九州市長会） 水 82,358 本 

東京都（特別 23 区） アルファ米 122,100 食、おかゆ 23,144 食、クラッカー71,090 食、

汁物 4,840 食、水 138,742 本、毛布 11,280 枚、紙おむつ 52,593

枚、生理用品 83,594 個、トイレットペーパー28,048 ロール、ティ

ッシュペーパー7,600 個、お尻拭き 6,360 枚、ウェットティッシュ

26,174 個、ポータブルトイレ 43,060 袋、タオル 17,000 枚、ごみ

袋 9,080 枚、ブルーシート 9,390 枚、粉ミルク 13,498 個、離乳食

1,150 食、紙コップ 8,600 個、紙皿 9,400 枚、箸 8,450 膳、石鹸

3,420 個、アルコール消毒 2,310 本、乾電池 1,060 本、Ｔシャツ

1,500 枚、レインコート 360 枚、給水袋 28,535 枚 

福岡県 【飯塚市】水 12 箱、【糸島市】水 795 箱、【うきは市】水、お茶、

【小郡市】カップ麺、水、生理用品、トイレットペーパー、【久留

米市】アルファ米 20,000 食、パン缶 2,000 食、ビスケット類 1,680

個、【田川市】水、おむつ、お尻拭き、【筑後市】ジュース 70 箱、

【直方市】水 1,858 本、カップ麺 408 個、おむつ 4,293 枚、【みや

こ町】水 2,000 本他【大牟田市】ダンボール多数 

佐賀県 【佐賀市】水 1,216 本、【鳥栖市】おにぎり、パン、カップ麺、【武

雄市】アルファ米、飲料水、カップ麺、紙おむつ、生理用品多数 

長崎県 【長崎市】おむつ等 16 パレット、【雲仙市】水パレット 5 枚、毛

布 20 箱×193 ケース、【島原市】水 20ℓ×50 本、500ml×5,000 本他、

【大村市】水 900 本、アルファ米 600 食、クラッカー800 個、味噌

汁 600 食、【対馬市】水 50 箱【西海市】水 150 箱 

熊本県 【天草市】みかん 57 箱、【山鹿市】水 2.5ｔ、除菌スプレー 

宮崎県 【宮崎市】水、【都城市】マスク、ティッシュ、【日向市】カップ

麺、紙コップ、タオル、歯磨粉、【えびの市】水 23 パレット 

鹿児島県 【姶良市】ブルーシート 700 枚、【日置市】水、ひじきご飯、【枕

崎市】水 1,060 ケース、【南九州市】お茶 120 箱、水 70 箱 
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（３）民間企業・各種団体からの支援 

全国の食品や飲料関連の大手企業をはじめ、

多種多様の業界団体やＮＰＯ法人などから非

常に多くの食料、飲料、生活必需品などの支

援物資が寄せられた。また、一例として自動

車関連企業からは電気自動車等の無償貸与、

医療関連団体からは医薬品や口腔衛生、心の

ケアに関わる物資が支援された。あわせて、

通信関係団体からは通信に関わる機器の提供

など、多種多様な業界団体からの支援によっ

て、食料品・飲料品のほか災害対応に必要な

物資が提供された（図表 8-2-6）。

図表8-2-6 各種団体、民間団体等からの物資支援の例 

(４)個人からの支援 

全国各地から個人による支援物資が送られ、

これらの物資は避難所にも届けられた。しか

し多様な品目が個別に送付されてきたために、

受入れの際には仕分けを行う手間がかかり、

受入側の人員不足も含めて、これらの集配作

業に困難が伴った。この問題は、東日本大震

災（仙台市）の際にも起きており、今後、個

人の支援物資をどのように被災地で集配して

いくかは大きな課題といえる。 
 
３．その他の物的支援 

（１）外国人の支援 

 国際交流会館等では、外国人避難者が確認

された。これらの避難者には全国の地域国際

化協会、外国人コミュニティや支援団体が物

資の支援を行った。また、宗教上の理由によ

ってハラール食（イスラム教徒に許されてい

る食材）しか食せない避難者に対して、イス

ラミックセンターなどがハラール食の提供を

行った。 

 

（２）その他の支援 

 発災直後から、市動物愛護センターには被

災した飼い主から物資支援の要望が多数寄せ

られた。要望に答えられるだけの物資の備蓄

はなかったが、全国から多くの支援物資が寄

せられたため配布を行うことができた。 

避難所ではケージやフード等のペット用品

を配布し、動物が苦手な方や動物アレルギー

の方とも共同生活が送れるように支援した。

災害時におけるペットの取扱いや飼い主の日

頃の備えについては、検討課題といえる。 

国立病院機構福岡病院、県・市歯

科医師会などの医療関係団体・個

人 53 件 

離乳食 5,038 食、非常食、補水液 10,008 本、家庭用常備薬

品、歯ブラシ・義歯関係、マスク、弾性ストッキング、介

護ベッド、災害時のこころのケア本 600 冊、薬品関係、石

鹸等、車椅子 100 台 

立川・前橋・岸和田・武雄・四日

市・高知競輪場などの競輪関係団

体・個人 16 件 

水、アルファ米、乾パン、カップ麺、生理用品、紙おむつ、

Ｔシャツ、タオル、紙袋 

仙台消防局、東京消防庁などの消

防関係団体・個人 40 件 

食料品、飲料水、栄養ドリンク、生活用品、消防用ホース、

防災備蓄セット 

通信関係団体 9 社 「くまもとＲねっと」構築・提供、Ｗｉ-Ｆｉルーター、Ｕ

ＳＢ貸与、ノートパソコン 

日特建設株式会社などの道路関係

団体・個人 15 件 

ブルーシート、オレンジパッチ（アスファルト補修）、マイ

ルドパッチ（常温アスファルト）、土のう、Ｍコール（常温

道路舗装補修材）、ＳＲＫシールＣ（常温ひび割れ補修材）

㈱日産、㈱ホンダカーズ熊本、㈱

ニッポンレンタカー 

電気自動車 55 台、軽トラック 9 台、小型乗用車 5 台（無償

貸与） 
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第３節 災害協定 

 

１．国・自治体との災害協定 

（１）国との協定（国土交通省） 

 国土交通省九州整備局長と熊本市長は、災

害対策基本法（昭和36年法律第223号）第77

条に関して、国土交通省所管施設に大規模な

災害（暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、

津波、噴火等による社会的な影響が大きい重

大な自然災害）が発生し、又は発生するおそ

れがある場合の応援に関する内容等を定め、

被害の拡大を防ぎ、二次災害を防止すること

を目的として協定を締結している。 

 国土交通省からの応援内容は、主に（1）所

管施設の被害状況の把握、（2）情報連絡網の

構築、（3）現地情報連絡員（リエゾン）の派

遣、（4）災害応急措置、（5）その他必要と認

められる事項となっている。 

 経費は、災害初動時（原則として、九州地

方整備局が災害等支援本部を設置している期

間）、上記（1）（2）（3）の応援を行う場合

は、九州地方整備局の経費の負担となる。ま

た、（4）（5）の場合も、1.大規模な災害と認

められる場合、2.国道交通本省が非常災害対

策本部、若しくは緊急災害対策本部、又は非

常体制を発令している場合、3.被害拡大又は

二次災害防止のための必要最低限の緊急応対

である場合、4.広域被害等で本来緊急対応を

実施すべき者が明確でない場合、又は関係者

間で連絡に障害がある場合、応急措置又は災

害復旧の事業主体、分担等が決定されるまで

の期間の全てに該当する場合も負担となる。 

 

（２）他自治体との協定 

地震、風水害等により被災した自治体が、

独自では十分な応急措置が実施できない場合

に、その要請にこたえ、協定を結んだ自治体

は友愛精神に基づき、相互に救援協力し、被 

災自治体の応急対策および復旧対策を円滑に

行うものとされている。主な支援内容は、（1）

食料、飲料水、生活必需品、並びにその供給

に必要な資機材の提供、（2）被災者の救援・

救助、医療、防疫、施設の応急復旧等の活動

に必要な資機材および物資の提供、（3）救援・

救助活動等の応急復旧活動に必要な車両、舟

艇等の提供、（4）救援・救助、医療、防疫、

清掃その他応急復旧活動に必要な職員の派遣、

（5）その他、特に被災市町村から要請があっ

た事項となっている。 

経費は、上記（1）、（2）に規定する物資お

よび資機材の購入費、および輸送費、（3）に

規定する車両等の借上料、燃料費、輸送費、

および破損や故障が生じた場合の修理費は、

被災自治体の負担として、その他は応援市町

村が負担する。また、（4）に関しては、1.応

援職員への旅費、諸手当は応援市町村の職員

について適用される条令等の規定に基づき算

出される範囲内の額を応援要請市町村が負担

する。2.応援職員が応援業務により負傷、疾

病、障害状態、死亡した場合は、公務災害補

償経費は、応援自治体が負担する。3.応援職

員が応援業務上で第三者に損害を与えた場合

は、その損害が応援業務中に生じたものにつ

いては応援要請市町村が、応援要請自治体へ

の往復の途中については、応援市町村が負担

となる。その他、応援業務に要する経費負担

については、応援要請市町村と応援市町村が

協議して定めることとなっている。 

応援職員は、応援市町村名を表示する腕章

等の標識をつけてその身分を明らかにし、災

害状況に応じて、必要な被服、当座の食料は

携行するものとする。 

本市は、平成 29 年 3 月 31 日までに、他自

治体と 10 の協定を結んでいる。 

図表 8-3-1 に協定名、協定省庁・自治体、

主な応援内容、締結日を記した。なお、平成

8 年 3 月 31 日に締結された「九州九都市水道

局災害時相互応援に関する覚書」は、平成 7

年 12 月 28 日に締結された「九州九都市災害

時相互応援に関する協定」に基づき、飲料水

の供給、施設の応急復旧等に必要な資機材

の提供、その他の事項および渇水等による
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相互応援について締結されたものである。 

 

図表8-3-1 国・自治体との物資および人的支援にかかわる協定一覧（締結日順） 

№ 協定名（国） 協定省庁 主な応援内容 締結日 

1 熊本市における大規

模災害時の応援に関

する協定 

国土交通省 (1)所管施設の被害状況の

把握。(2)情報連絡網の構

築。(3)現地情報連絡員（リ

エゾン）の派遣。(4)災害応

急措置。(5)その他必要を認

められる事項。 

H23.8.8 

№ 協定名（自治体） 協定自治体 主な応援内容 締結日 

1 九州九都市災害時相

互応援に関する協定 

北九州市、福岡市、佐賀市、

長崎市、大分市、宮崎市、

鹿児島市、那覇市 

H7.12.28

2 熊本市及び尼崎市災

害時相互応援に関す

る協定 

尼崎市 H8.8.1 

3 九州九都市水道局災

害時相互応援に関す

る覚書 

北九州市、福岡市、佐賀市、

長崎市、大分市、宮崎市、

鹿児島市、那覇市 

H9.3.31 

4 熊本市及び福井市災

害時相互応援協定 

福井市 H9.11.21

5 熊本県市町村災害時

相互応援に関する協

定 

熊本県市長会、熊本県町村

会 

H15.7.23

6 熊本県都市災害時相

互応援に関する協定 

八代市、人吉市、荒尾市、

水俣市、玉名市、山鹿市、

天草市、菊池市、宇土市、

上天草市、宇城市、阿蘇市、

合志市 

H20.4.23

7 21 大都市災害相互応

援協定 

札幌市、仙台市、さいたま

市、千葉市、東京都、川崎

市、横浜市、相模原市、新

潟市、静岡市、浜松市、名

古屋市、京都市、大阪市、

堺市、神戸市、岡山市、広

島市、北九州市、福岡市 

H24.4.1 

8 島原市及び熊本市災

害時相互応援協定 

島原市 H24.7.3 

9 災害時相互応援協定 松山市 

(1)食糧、飲料水及び生活必

需物資並びにその供給に必

要な資機材の提供。 

(2)被災者の救出、医療、防

疫、施設の応急復旧等に必

要な資機材及び物資の提

供。 

(3)救援及び救助活動に必

要な車両等の提供。 

(4)救援・救助、医療、防疫、

清掃その他応急復旧活動に

必要な職員の派遣。 

(5)その他、特に被災市町村

から要請があった事項。 

 

※九州九都市水道局災害時

相互応援に関する覚書につ

いては、 

(1)飲料水の供給。 

(2)施設の応急復旧等に必

要な資機材の提供。 

(3)その他の事項及び渇水

等による相互応援。 

H24.11.27
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10 災害時における医

療機関相互応援に

関する協定 

 

福岡市民病院、佐賀県医療

センター好生館、長崎市立

市民病院、熊本市民病院、

大分県立病院、宮崎県立宮

崎病院、鹿児島市立病院、

沖縄県立南部医療センタ

ー・こども医療センター 

(1)医療機器、医薬品類、食

料その他応急物資の支援。

(2)医師、看護師等医療関係

業務従事者の派遣。 

(3)前各号に定めるものの

ほか、特に要請があった事

項。 

H25.4.26

 

２．民間企業・団体等との協定 

地震、風水害等の災害が発生、又はそのお

それがある場合、災害に対する応急復旧活動

の協力、避難所の設置、支援物資の供給・運

搬、情報活動の支援、その他諸々の災害対応

業務を遂行するため、本市が協力要請をした

場合、民間企業、又は団体等は社会貢献とし

て、その応援活動に努めるものとされている。

熊本地震以前に66の協定が結ばれ、熊本地震

以後、11協定が新たに結ばれた（平成29年3

月31日時点）。図表8-3-2に、協定名、協定企

業・団体名、主な応援内容、締結日を記した。

 

図表8-3-2 民間企業・団体等との災害協定一覧（締結日順） 

№ 協定名 協定企業・団体名 主な応援内容 締結日 

1 災害時における熊本

市内郵便局、熊本市

間の相互協力に関す

る覚書 

熊本市内郵便局 (1)施設及び用地を避難場所、物資

集積場所として使用。(2)被災市民

の避難先及び被災状況に関する情

報の提供。(3)市が開設する避難場

所等に臨時郵便差出箱を設置。(4)

市が実施する応急対策への協力

（運搬に供する物品、応急手当）。 

H10.4.28 

2 災害時における株式

会社テレビ熊本と熊

本市の協力に関する

覚書 

㈱テレビ熊本 (1)「イベントホール・ＴＫＵぷら

ざ」敷地と建物を地域住民のため

の一時避難地として提供。(2)避難

してきた地域住民に関する市への

情報提供。(3)避難用地等を支援物

資の集積場所等の応急活動の拠点

として提供。 

H10.9.28 

3 アマチュア無線によ

る災害時応援協定 

社団法人日本アマ

チュア無線連盟熊

本県支部 

災害時における情報収集伝達の協

力。 

H12.5.17 

4 災害時における葬祭

業務の提供に関する

協定 

熊本県葬祭事業協

同組合 

災害時における葬祭業務の提供。 H14.5.14 

5 災害時における遺体

搬送及び葬祭業務の

提供に関する協定 

全国霊柩自動車協

会熊本県支部 

災害時における遺体搬送及び葬祭

業務の提供。 
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6 災害時における葬祭

業務の提供に関する

協定 

全日本冠婚葬祭互

助協会 

災害時における葬祭業務の提供。 

7 災害時における簡易

トイレ等の供給協力

に関する協定 

㈱レンタルのニッ

ケン 

災害時における簡易トイレ等の供

給協力（簡易トイレ、発電機、テ

ント、冷暖房機その他）。 

H17.5.11 

8 災害時応急活動に関

する協定 

一般社団法人熊本

市造園建設業協会

(1)市が緊急に行う必要があると

認め、指示する応急措置。(2)重機、

資機材及び労力の供給又は待機。

(3)風倒木の処理及び養生等の業

務。(4)その他市が緊急に指示する

予防措置や事後措置。 

H18.10.18

9 災害時応急活動に関

する協定 

一般社団法人熊本

県電設業協会 

(1)市が緊急に行う必要があると

認め、指示する応急措置。(2)重機、

資機材及び労力の供給又は待機。

(3)市が指示する電気設備の復旧。

(4)非常用発電機の提供。(5)その

他市が指示する応急活動。 

10 災害時応急活動に関

する協定 

 

熊本市管工事協同

組合 

(1)住民の一時避難場所等におけ

る上下水道の確保のための応急復

旧活動。(2)その他市が指示する応

急活動。 

H19.11.8 

11 災害時応急活動に関

する協定 

 

熊本県石油商業組

合熊本支部 

(1)災害時における帰宅困難者の

支援。①市域内の給油所を帰宅困

難者等の一時休憩所として利用さ

せ、水道水及びトイレを提供する。

②帰宅困難者等に対し災害情報及

び道路情報を提供する。(2)緊急車

両への優先給油。(3)一時避難場所

等への燃料（暖房器具、非常用発

電装置等のための燃料）供給活動。 

H20.2.14 

12 災害時応急活動に関

する協定 

コカ・コーラウエ

スト㈱  

13 災害時応急活動に関

する協定 

サントリービバレ

ッジサービス㈱ 

14 災害時応急活動に関

する協定 

熊本ヤクルト㈱ 

災害対応型自動販売機の機内在庫

の飲料水を無償で提供。 

H20.3.24 

15 災害時応急活動に関

する協定 

ＮＰＯ法人コメリ

災害対策センター

H20.6.5 

16 災害時応急活動に関

する協定 

㈱ホームセンター

サンコー 

災害時における物資の供給{物品

の種類：作業関係（ブルーシート、

スコップ等）、日用品（毛布、タオ

ル等）、水関係（飲料水、水缶）、

H20.10.9 

− 484 −



- 485 - 
 

17 災害時応急活動に関

する協定 

㈱ホームセンター

フタバ 

18 災害時応急活動に関

する協定 

イオン九州㈱ 

19 災害時応急活動に関

する協定 

㈱ホームインプル

ーブメントひろせ

20 災害時応急活動に関

する協定 

㈱ナフコ 

21 災害時応急活動に関

する協定 

㈱ミスターマック

ス 

冷暖房機器（大型石油ストーブ

等）、電気用品（投光機、懐中電灯

等）、トイレ関係（救急ミニトイレ）

等}。 

22 災害等緊急放送に関

する協定 

㈱熊本シティエフ

エム 

災害緊急放送の実施。 H21.4.1 

23 災害時応急活動に関

する協定 

社団法人熊本県産

業廃棄物協会 

24 災害時応急活動に関

する協定 

熊本市一般廃棄物

処理業協同組合 

災害の発生時における災害廃棄物

の処理等。 

H21.5.8 

25 災害時応急活動に関

する協定 

熊本県電気工事業

工業組合 

(1)市が緊急に行う必要があると

認め、指示する応急措置。(2)重機、

資機材及び労力の供給又は待機。

(3)市が指示する電気設備の復旧。

(4)非常用発電機提供。(5)その他

市が指示する応急活動。 

H21.12.18

26 災害等供給物資に関

する協定 

㈱鶴屋百貨店 

27 災害等供給物資に関

する協定 

㈱イズミ 

28 災害等供給物資に関

する協定 

 

イオンストア九州

㈱※㈱ダイエーよ

り継承 

29 

 

災害等供給物資に関

する協定 

㈱マルショク 

災害時における物資の供給（食料

品、衣料寝具、日用品雑貨、その

他）。 

 

H22.5.24 

30 

 

災害時応急活動に関

する協定 

熊本県解体業協会 (1)市が緊急に行う必要があると

認め、指示する応急措置。(2)重機、

資機材及び労力の供給又は待機。

(3)災害廃棄物の収集・運搬、処理、

処分その他災害廃棄物の処理。(4)

その他市が緊急に指示する予防措

置や事後措置。 

H22.6.28 

31 大規模災害時におけ

る登記・境界に関す

る相談業務の実施に

関する協定 

熊本県土地家屋調

査士会 

大規模災害時における建物損壊、

土地境界標の滅失等に係る登記・

境界に関する相談業務。 

H22.10.19
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32 大規模災害時におけ

る支援活動・応急対

策に関する協定 

熊本県地質調査業

協会 

33 大規模災害時におけ

る支援活動・応急対

策に関する協定 

社団法人熊本県測

量設計・建設コン

サルタンツ協会 

(1)公共土木施設等の被害情報の

収集及び市に対する報告。(2)公共

土木施設等の応急対策及び災害復

旧のための技術的助言、地質調査、

解析等に対する提案。(3)市が緊急

に行う必要があると認め、指示す

る業務。 

34 大規模災害時におけ

る支援活動・応急対

策に関する協定 

 

熊本県塗装防水仕

上業協同組合 

(1)公共施設、避難場所及び一般住

宅等における汚泥の洗浄。(2)災害

時に発生する一般廃棄物の指定場

所への運搬。(3)被災構造物の簡易

点検及び応急修理。(4)その他、必

要と認める業務。 

35 大規模災害時応急活

動に関する協定 

熊本県優良住宅協

会 

(1)木造仮設住宅の建設。(2)その

他市が指示する応急活動。 

36 大規模災害時応急活

動に関する協定 

熊本県景観整備施

設業協会 

(1)市が管理する防球ネットや支

柱及び遊具の撤去。(2)一時避難所

におけるテントの設営。(3)その他

市が指示する応急活動。 

H23.8.16 

  

37 大規模災害発生時に

おける物資等の緊急

輸送に係る協定 

公益社団法人熊本

県トラック協会 

(1)災害救援に必要な生活必需品

等の輸送業務。(2)災害緊急対策実

施のために必要な資機材等の輸送

業務。(3)瓦礫の輸送など市が必要

とする応急対策業務。(4)物流専門

家によるアドバイザー業務。 

38 災害時応急活動に関

する協定 

隊友会熊本県隊友

会 

39 災害時応急活動に関

する協定 

 

日本防災士会熊本

県支部 

(1)災害関連情報の収集及び伝達。

(2)自主防災活動等への参加協力

①消火、負傷者の救出・救助、応

急手当及び搬送、②避難者の避難

誘導及び災害時要援護者の介護、

③避難所の開設及び運営、④給水、

炊き出し、物資・資材の管理及び

配分その他の救援活動。(3)その

他、市が必要と認める応急活動。 

H24.3.23 

40 大規模災害等発生時

の防疫活動に関する

協定 

熊本県ペストコン

トロール協会 

41 大規模災害等発生時

の防疫活動に関する

協定 

熊本県害虫消毒協

同組合 

大規模災害等発生時の感染症の予

防及びまん延防止を図るための防

疫活動。 

  

  

42 災害時における生活

用水等の供給及び平

公益財団法人熊本

ＹＭＣＡ 

(1)生活用水。(2)被災者の救援・

救助に伴う施設・備品の提供。(3)

H24.6.1 
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常時における防災活

動への協力に関する

協定 

ボランティアコーディネート・ボ

ランティア活動等の支援。 

43 大規模災害発生時に

おける相互協力に関

する協定 

西日本高速道路㈱ (1)西日本高速が管理する熊本市

内に所在するサービスエリア・パ

ーキングエリア等の施設の防災拠

点としての活用。(2)休憩施設等の

緊急開口部を活用した緊急車両の

通行。(3)災害対策等に係る資機材

及び物資の提供。(4)災害情報等の

共有。（5）公共土木施設の土工部、

橋梁部及びトンネル部等の大規模

構造物の異常、変形及び損傷等の

調査及び復旧に対する技術支援。 

(6)相互の道路機能の共有。 

H24.10.16

44 災害時における福祉

避難所等の設置運営

に関する協定 

熊本市老人福祉施

設協議会、熊本市

社会福祉協議会 

福祉避難所等の設置運営。 H24.10.17

45 災害時における物資

の供給に関する協定 

㈱ローソン 災害時における物資の供給（食料

品、衣料、日用品雑貨）。 

H24.11.21

46 災害時における災害

救助犬の出動及び捜

索活動に関する協定 

九州救助犬協会 災害救助犬の出動及び捜索活動。 H24.12.3 

47 災害時における福祉

避難所等の設置運営

に関する協定 

熊本保健科学大学 福祉避難所の設置運営。 H25.5.17 

48 災害時におけるし尿

及び浄化槽汚泥の収

集運搬等に関する協

定 

熊本市災害し尿等

対策協議会 

(1)し尿汚泥等の収集運搬。(2)移

動式簡易トイレ等の設置及びその

維持管理等。 

H25.5.20 

49 災害時の動物救援活

動に関する協定書 

社団法人熊本県獣

医師会熊本市支部

(1)市が設置する被災動物救援セ

ンターに収容された所有者不明動

物の健康管理及び治療に関するこ

と。(2)市が開設する避難所の飼い

主同伴動物の応急手当、健康管理

及び健康相談に関すること。(3)会

員の保有する施設を動物救護病院

とし、飼育困難な動物及び所有者

不明動物の一時保護及び治療等に

努めること。(4)保護収容した所有

者不明動物情報の被災動物救援セ

ンターへの提供に関すること。(5)

H25.5.31 
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被災動物の健康相談及び飼育相談

等動物救護活動に必要な措置に関

すること。 

50 災害時における物資

の供給に関する協定 

㈱プロミクロス 

51 災害時における物資

の供給に関する協定 

熊本県畜産農業協

同組合連合会 

災害時における物資の供給（動物

救援活動の早期安定に必要とする

もの）。 

H25.5.31 

 

52 災害発生時の被災者

支援情報の放送に関

する協定 

㈱ジェイコム九州

※㈱ＪＣＮくまも

とより継承 

災害発生時の被災者支援情報の放

送。 

H25.8.30 

 

53 災害時における福祉

避難所等の設置運営

に関する協定 

熊本県特定施設入

居者生活介護事業

者連絡協議会、熊

本市社会福祉協議

会 

福祉避難所等の設置運営。 H25.11.6 

54 災害時における外国

人支援ネットワーク

に関する協定 

九州地区地域国際

化協会連絡協議会

会員 

(1)各会員は、ネットワークを通じ

て、大規模災害が発生した際のコ

ーディネーター及び通訳者の派遣

や翻訳による支援などを災害発生

当該県の会員の要請に基づいて、

各会員の状況に応じて可能な限り

行う。(2)ネットワークは、大規模

災害に備え、会員相互間で災害時

対策及び平常時の防災対策に関す

る情報の共有を図る。 

H25.12.13

55 災害時における福祉

避難所等の設置運営

に関する協定 

社会福祉法人熊本

県コロニー協会、

熊本市社会福祉協

議会 

福祉避難所の設置運営。 H26.1.8 

56 災害時における福祉

避難所等の設置運営

に関する協定 

熊本県身体障害児

者施設協議会、熊

本市社会福祉協議

会 

57 災害時における福祉

避難所等の設置運営

に関する協定 

熊本県知的障がい

者施設協議会、熊

本市社会福祉協議

会 

58 災害時における福祉

避難所等の設置運営

に関する協定 

熊本県精神科協

会、熊本市社会福

祉協議会 

福祉避難所及び緊急入所施設の設

置運営。 

H26.3.28 

59 災害時における地図

製品等の供給等に関

する協定書 

㈱ゼンリン 地図製品等の供給及び利用等。 H26.7.17 
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60 災害時における福祉

避難所等の設置運営

に関する協定 

熊本県老人保健施

設協会、熊本市社

会福祉協議会 

福祉避難所等の設置運営。 H26.8.6 

61 大規模災害時の支援

活動に関する協定 

熊本県防災交通安

全施設・橋梁補修

業協会 

(1)市が管理する道路・橋梁におけ

る構造物及び付属物の被害情報の

収集並びに市に対する報告。(2)市

が管理する道路・橋梁における構

造物及び付属物の撤去等簡易な応

急措置。(3)市が緊急に行う必要が

あると認め、指示する応急措置。 

H26.11.18

62 熊本市災害ボランテ

ィアセンターの設置

等に関する協定 

熊本市社会福祉協

議会 

災害時における熊本市災害ボラン

ティアセンターの設置等。 

H27.3.11 

63 災害時応急活動に関

する協定 

一般社団法人熊本

都市建設業協会 

※法人化による協

定変更 

(1)市が緊急に行う必要があると

認め、指示する応急措置。(2)重機、

資機材及び労力の供給又は待機。

(3)市が指示する土のうの確保及

び現場への運搬業務。 

H27.5.18 

64 災害時における住宅

の早期復興に向けた

協力に関する協定 

独立行政法人 住

宅金融支援機構 

(1)住宅相談窓口開設。(2)住宅ロ

ーン返済中の市民への支援。 

H27.6.30 

65 災害時応急活動に関

する協定 

一般社団法人熊本

県道路舗装協会 

※法人化による協

定変更 

(1)市が緊急に行う必要があると

認め、指示する応急措置。(2)重機、

資機材及び労力の供給又は待機。

(3)市が指示する土のうの確保及

び現場への運搬業務。 

H27.10.1 

66 災害等供給物資に関

する協定 

合同会社 西友 災害時における物資の供給（食料

品、衣料、日用品雑貨）。 

H27.12.1 

67 災害時応急活動に関

する協定 

 

一般社団法人プレ

ストレスト・コン

クリート建設業協

会九州支部 

(1)市が緊急に行う必要があると

認め、指示する応急措置。(2)重機、

資機材及び労力の供給又は待機。 

68 大規模災害時の支援

活動に関する協定 

一般社団法人建設

コンサルタンツ協

会九州支部 

(1)公共土木施設等の被害情報の

収集及び市に対する報告。(2)公共

土木施設等の応急対策及び災害復

旧のための技術的助言、設計等に

対する提案。(3)市が緊急に行う必

要があると認め、指示する業務。 

H28.4.15 

69 大規模災害時におけ

る被災者支援協力に

関する協定 

熊本県行政書士会 (1)被災支援相談窓口の設置。(2)

市への会員の派遣。 

H28.4.24 
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70 大規模災害時の支援

活動に関する協定 

一般社団法人熊本

県建築士事務所協

会 

71 大規模災害時の支援

活動に関する協定 

一般社団法人熊本

県設備設計事務所

協会 

(1)公共施設の応急対策及び災害

復旧のための調査、技術的助言、

設計等に対する提案。(2)公共施設

の災害復旧に関する測量及び設計

業務。(3)市が緊急に行う必要があ

ると認め、指示する業務。 

H28.5.16 

72 災害時における畳の

提供に関する協定 

「5日で5000枚の

約束。」プロジェ

クト実行委員会 

避難所等への畳の提供。 

 

H28.10.28

73 災害時における物資

の供給等に関する協

定 

マックスバリュ九

州㈱、㈱メガスポ

ーツ、イオンタウ

ン㈱ 

災害時における物資の供給（食料

品、衣料寝具、日用品雑貨）。被災

者支援として、(1)施設を避難場所

として被災者に提供。(2)施設にお

いて、被災者に対し、水道水、ト

イレ等を提供。(3)施設において、

被災者に対し、テレビ・ラジオ等

で知り得た災害情報を提供。 

H28.11.1 

74 災害時における物資

の供給等に関する協

定 

ユニ･チャーム㈱ 災害時における物資の供給（子供

用紙おむつ、大人用紙おむつ、生

理用品、ウェットティシュ、マス

ク等の衛生用品、ペットフード、

ペット用品）。 

 

75 災害時応急活動に関

する協定 

一般社団法人熊本

県建築協会 ※法

人化による協定変

更 

(1)市が管理する建築物及びその

他の建築物の被害情報の収集。(2)

公共建築物及びその他の建築物に

起因する二次災害を防止するため

に必要な安全確保上の措置。 

H28.12.5 

76 災害時における給食

施設の復旧支援業務

等に関する協定 

㈱魚国総本社九州

支社、九州綜合サ

ービス㈱、シダッ

クス大新東ヒュー

マンサービス㈱、

㈱九州フードサプ

ライセンター、㈱

三勢、㈱総合人材

センター、学校法

人中村学園 

(1)災害時に給食施設、設備及び備

品が被害を受けた際の清掃等の復

旧支援業務及び給食再開に関する

業務。(2)給食施設及び家庭科室等

の学校施設を使った被災者への炊

き出し。 

H28.12.28
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77 災害時における物資

の輸送及び物流拠点

の運営に関する協定 

佐川急便㈱南九州

支店 

(1)市が管理する施設及び市が指

定した物流拠点等から避難所等へ

の物資の配送。(2)市が指定した物

流拠点の運営。(3)市が管理する施

設及び物流拠点の運営に必要な資

機材の提供。(4)物流業務における

アドバイザーの派遣。 

H29.3.22
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第４節 各種義援金等の状況 

 

１．義援金 

義援金は、義援金受付団体（日本赤十字社、

共同募金会）、県および本市においてそれぞれ

受付を行っており、義援金受付団体および県

では平成28年4月15日から受付を開始した。 

本市では、健康福祉政策課が発災翌日の 4

月 15 日に会計総室と協議した上で、市役所・

区役所をはじめ、総合出張所、出張所におけ

る義援金箱の設置と窓口での受入れを可能と

するための手続きを実施した。 

平成 24 年 7 月の九州北部豪雨の際には、義

援金箱の設置と窓口での受入れとし、専用口

座の開設は行っていなかったものの、今回は

阪神淡路大震災における神戸市や東日本大震

災における仙台市の対応を参考として、義援

金受入れの専用口座を開設して、全国から義

援金を受け入れることとした。 

4 月 18 日に、指定金融機関の肥後銀行およ

びゆうちょ銀行に専用口座を開設し、4 月 19

日から窓口および口座振込での受付を開始し

たが、その後、4月26日には県を参考として、

熊本銀行と熊本市農業協同組合にも専用口座

を開設した。 

義援金の受入期間は、当初、県と合わせて

平成 28 年 6 月 30 日までとしていたが、6 月 7

日に平成29年3月31日まで延長し、その後、

さらに平成 30 年 3 月 31 日まで延長すること

とした。 

義援金の受入れについては、全国に広く広

報するため、県の募集記事掲載を参考として、

市のＨＰへ掲載したが、その後、熊本地震復

旧・復興寄附金や熊本城災害復旧支援金等と

併せてＨＰに募集記事を作成することとなっ

たため、一括して掲載を行った。 

 

２．熊本地震復旧・復興寄附金 

震災後、全国から寄附金の申出が多数寄せら

れたため、平成 28 年 4 月 20 日に「平成 28 年

熊本地震復旧・復興寄附金」専用口座を開設し、

原則として口座振込による受付を開始した。 

本市ＨＰやチラシにて、熊本地震災害への

支援金等（義援金・寄附金・支援金）につい

て、「がんばろう!!くまもと!!応援寄附金」と

して一体的に周知を行ったほか、ふるさと納

税総合サイト「ふるさとチョイス」の活用に

より周知を図った。また、同サイトにおいて

愛媛県松山市、鹿児島県薩摩川内市、佐賀県

小城市、兵庫県淡路市、石川県輪島市、滋賀

県高良町の代理受付による支援を受けた。 

さらに、現金持参による受付については、

財政課をはじめ、各区役所の総務企画課や東

京事務所でも受付を行った。 

熊本地震復旧・復興寄附金は平成 29 年 3 

月 31 日現在で、3,029 件の寄附があり、寄附

金総額は 908,204,474 円となっている。 

当該寄附金の用途としては、原則として熊

本地震からの復旧・復興事業に活用すること

とし、具体的には、寄附者の意見も尊重し、

教育や道路、被災者支援など様々な事業に活

用しており、ＨＰにおいてその活用実績を公

表している。 

 

図表 8-4-1 寄附金チラシ 
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３．熊本城災害復旧支援金 

今回の震災により、熊本城は甚大な被害を

受けることとなった。発災直後から熊本城の

被害状況は報道等により全国に発信され、国

内外から熊本城の修復・再建に向けた励まし

や、支援の申出が多数寄せられたことから、

熊本城の災害復旧事業に特化した寄附金の受

付を検討することとなった。熊本地震以降の

寄附の申出について、「熊本城災害復旧支援

金」を新たに設置し、4月21日から支援金の受

付（金融機関からの振込み）を開始した。各

地から寄せられた支援金は平成29年3月31日

現在で1,589,871,893円となっている。なお、

寄せられた支援金については、熊本城復元整

備基金に積み立てられることとなっている。 

また、それまで実施していた熊本城復元整

備のための「一口城主」制度は4月21日で休止

することとなった。 

 

図表8-4-2 頬当御門周辺の被害状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．熊本城復興城主 

熊本城の復旧については、「熊本城災害復旧

支援金」を開始し、支援金を広く募ることと

なったが、4月21日から休止していた「一口城

主」制度が定着していたこともあり、城主制

度の早期再開の要望や問合せが多数寄せられ

たため、城主制度の再開に向けて検討を進め

ることとなった。従前の城主制度と同様に、

根拠条例を熊本城復元整備基金条例とするこ

とや、1万円以上の寄附者を城主とすること、

芳名版の掲示をデジタル化することなど、城

主制度の再開に向けた課題を整理し、11月1

日から「復興城主」制度を開始した。受付方

法は「熊本城総合事務所」又は「桜の馬場 城

彩苑内の歴史文化体験施設 湧々座」にて現

金での申込み、若しくは金融機関および郵便

局からの振込みでの受付とし、さらに平成29

年2月からは専用サイトからのクレジット決

済による受付も開始した。 

1回につき1万円以上の寄附をした個人・法

人・団体を「復興城主」とし、「復興城主」に

なるとデジタル芳名版への氏名等の掲示や城

主証の交付、城主手形の交付、手形提示によ

る市内観光施設の入場料免除および協賛店割

引等、といった特典を受けられる。 

「復興城主」制度による支援は平成29年3

月31日現在で886,021,114円となっている。な

お、「復興城主」制度開始以降は小額でも支援

を受け付ける「熊本城災害復旧支援金」と、1

回1万円以上の寄附で様々な城主特典が受け

られる「復興城主」の2本立てとなっているが、

「復興城主」制度が開始される平成28年11月1

日以前に「熊本城災害復旧支援金」に1回につ

き1万円以上の支援をした方も、希望する方に

ついては別途申込みにより「復興城主」とし

ている。 

 

５．熊本市民病院寄附金 

 市民病院では、熊本地震発災前より、物品

および金銭での寄附を受け付けており、10 万

円以上の物品は資産台帳に登載を行っていた。 

 熊本地震発災後、寄附の受付は市民病院の

ＨＰにより広報を行い、電話又は直接来院に

より寄附の申出をされた場合に必要事項を確

認して、収納を行った。収納は、現金収納、

銀行振込のほか、納付書や現金書留も対応可

とした。 

 今後も寄附の締切りを設定せず、随時寄附

の受入れを行っていくこととしている。 

 なお、平成 29 年 3 月 31 日現在で金銭の寄

附は 34 件、20,130,219 円、物品の寄附は、

主に、軽量棚、脇机、観葉植物等があった。 

寄附金の会計上の取扱いは、科目「災害に

よる収入」として収納し、一般財源として取
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り扱っている。使途については、市民病院復

興のためということで受入れを行っており、

特定使途限定で寄附したい旨の申出では、使

途が実現できない可能性があれば受入不可と

伝えている。なお、寄附の公表は、市民病院

のＨＰにより行っている。 

 

図表 8-4-3 市民病院寄附金一覧 

NO 日付 氏名 金額 累計

1 5月9日 個人 10,000 10,000

2 5月11日
広州市東西方医療門診部
有限公司

700,000 710,000

3 5月11日
広州市櫻華医療門診部
有限公司

300,000 1,010,000

4 5月11日 法人 100,000 1,110,000

5 5月11日 法人 30,000 1,140,000

6 5月11日 成城木下病院　理事長木下勝之 30,000 1,170,000

7 5月16日 個人 50,000 1,220,000

8 5月25日 法人 100,000 1,320,000

9 5月27日 個人 3,000,000 4,320,000

10 5月31日 法人 93,136 4,413,136

11 6月3日 個人 100,000 4,513,136

12 6月6日
佐賀県医療センター　好生館
理事長　中河原　章

1,020,000 5,533,136

13 6月8日
医療法人　威恵会　小松崎病院
院長榎戸久

126,630 5,659,766

14 6月9日 法人 100,000 5,759,766

15 6月27日
玉川学園中・高等部卒業生と
その仲間たち

10,000 5,769,766

16 7月5日 いわき市立総合磐城共立病院 1,209,400 6,979,166

17 7月11日 法人 50,000 7,029,166

18 7月11日 法人 700,000 7,729,166

19 8月1日 法人 337,272 8,066,438

20 8月2日 岐阜市民病院 600,000 8,666,438

21 8月5日
公益社団法人　全国自治体病院
協議会

5,136,482 13,802,920

22 8月26日
公益社団法人　全国自治体病院
協議会

31,712 13,834,632

23 9月9日 奥山和男先生に感謝する会 150,000 13,984,632

24 10月7日 一般財団法人　日本消化器病学会 1,000,000 14,984,632

25 10月31日 法人 150,000 15,134,632

26 11月10日 法人 220,000 15,354,632

27 12月19日 個人 100,000 15,454,632

28 12月21日 個人 1,000,000 16,454,632

29 12月27日 個人 500,000 16,954,632

30 1月12日
富士フイルム㈱、（公社）日本
プロゴルフ協会

2,100,000 19,054,632

31 2月15日 個人 300,000 19,354,632

32 3月3日 個人 200,000 19,554,632

33 3月14日
株式会社サンマーク　ナッセ
編集部

283,688 19,838,320

34 3月14日
公益社団法人　全国自治体病院
協議会　鹿児島県支部

291,899 20,130,219 

 

６．くまもとエンタメ支援金 

市民会館シアーズホーム夢ホールをはじめ

とする本市の文化ホールは、今回の震災によ

り多数のコンサート等の延期又は中止や、ホ

ール・施設等の損傷など、甚大な被害を受け

ることとなった。ホール等の早急な修復に加

え、コンサート等のイベント開催に向けた励

ましや支援の申出が多数寄せられたことから、

被害を受けた文化ホールの復旧および熊本の

方をエンターテインメントで元気付けるため

の支援金として寄附金の受付を検討し、5月21

日から「熊本市文化ホールを早く立ち上げ、

熊本の人々をエンターテインメントで元気付

けるための支援金（通称：くまもとエンタメ

支援金）」の受付を開始した。受付方法は専用

口座への振込み、現金収納となっている。 

 支援金は、本市の文化ホールの機能を早期

復旧するとともに、本市が開催するコンサー

ト等の復興イベント等の費用に活用すること

とし、平成29年3月31日現在で167,809,845円

の支援が寄せられている。なお、寄せられた

支援金については、平成29年3月24日に制定さ

れた「熊本市エンターテインメント支援基金

条例」により基金に積み立てられ、平成29年

度から活用する予定となっている。 

 

図表8-4-4 市民会館ホールの被害状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．文化財災害復旧支援金 

本市は、熊本城以外にも数多くの文化財を

有しているが、今回の震災により「熊本藩主

細川家墓所」や、現存する熊本最古の洋風建

築であり日本赤十字社発祥の地である「熊本

洋学校教師館（ジェーンズ邸）」、幕末の思想

家横井小楠の旧居「四時軒」などをはじめ、

多くの文化財が被害を受けることとなった。

そのような中、これら熊本城以外の文化財の
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復旧に向けた励ましや、支援の申出が多数寄

せられたことから、熊本城以外の文化財にお

ける災害復旧を行うことを目的として寄附金

の受付を検討し、平成29年2月1日から「熊本

市文化財災害復旧支援金」の受付を開始した。

受付方法は専用口座への振込みとなっている。 

支援金は、熊本市文化財保存修復基金に積

み立て、文化財の復旧のために活用すること

とし、平成29年3月31日現在で1,131,606円の

支援が寄せられている。 

 

図表8-4-5 四時軒の被害状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．動植物園復興応援サポーター 

今回の震災の被害により、動植物園は園路、

給排水管、動物舎、遊戯施設など様々な箇所

が被災し、復旧経費に約8.8億円の費用がかか

る見込となっている。平成29年2月25日に部分

開園をスタートさせたが、全面開園に向けて

の復旧費用を支援してもらうことを目的とし

て、部分開園開始日から全面開園の前日を募

集期間として「動植物園復興応援サポーター」

制度を開始した。 

 1回につき個人は5,000円以上、団体は

20,000円以上の支援により、全面開園後の園

内に氏名および団体名の掲示や各イベントへ

の招待等のサポーター特典が受けられる。受

付方法は動植物園入場門にて申込み若しくは

銀行口座による振込みとなる。 

なお、従前の動物サポーター制度について

は、平成28年4月14日以前に動物サポーターと

なられた方の特典は、全面開園後に残期間の

特典を延長することとしている。 

図表8-4-6 動植物園の遊具の被害状況 
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第５節 ボランティア  

 

 

１．災害ボランティアセンターの設置 

（１）発災直後の対応 

平成 24 年の九州北部豪雨の際、当時、市（現

地域活動推進課）と熊本市社会福祉協議会に

よるボランティアを受け入れる体制として、

第一に役割分担が不明瞭であったこと、第二

に人手が不足したこと、第三に資材確保が遅

かったことなどの課題があったことから、平

成 27 年 3 月 11 日に市社会福祉協議会と「熊

本市災害ボランティアセンターの設置等に関

する協定書」を締結した。 

4 月 14 日の前震を受け、4 月 15 日に災害対

策本部長から熊本市災害ボランティアセンタ

ー（以下、災害ボランティアセンターという）

の設置が要請された。4 月 16 日の開所に向け

て準備を進めるが、16 日未明の本震を受けて、

被害状況の把握、ボランティア活動の安全面

の再評価を行う必要が生じ、開所を延期した。 

ニーズ調査、資材調達を進める一方で、4

月 18 日に、うまかな・よかなスタジアムにお

ける支援物資の仕分け作業の要請を受けて、

「ボランティア受付・保険窓口」を設置、主

に市内在住のボランティアの受入れを行った。

また、全国からも希望者の問い合わせが殺到

したが、強度の余震が相次いだため、安全面

を考慮し受入れは控えた。 

 

（２）災害ボランティアセンター開設 

被害の増大に伴い、多くのボランティアに

よる支援が見込まれたため、当初予定してい

た市社会福祉協議会東区事務所では多くのボ

ランティアを受け入れるのは難しいと判断し、

再度、設置場所について、市と市社会福祉協

議会で協議した。結果、市民やボランティア

活動者にとってわかりやすく利便性の高い

（仮称）花畑広場に 4 月 22 日に開所し、全国

からボランティアを募集する方針を決定した。 

被災者に対しては、当センターの連絡先を

マスメディアで知らせるとともに、被害が大

きいとされた東区、南区を中心とした災害ボ

ランティアセンター、また各避難所でのチラ

シ配布、町内自治会の協力を得ながら掲示板

への掲載、市社会福祉協議会のＨＰやフェイ

スブック等のＳＮＳなどを通じて情報発信し

た(図表 8-5-1)。 

 

図表 8-5-1 災害ボランティアセンターの 

開設と活動経過 

月日 主な活動内容 
4 月 15 日 熊本市災害対策本部から熊本市

社会福祉協議会に対し、熊本市災

害ボランティアセンターの設置

要請。熊本市社会福祉協議会東区

事務所に設置準備（翌 16 日開所

決定）。 

4 月 16 日 本震により開所延期。 

4 月 18 日 うまかな・よかなスタジアムにボ

ランティア受付・保険窓口を設

置。支援物資仕分けボランティア

コーディネーター（市社協職員）

を１名配置。 

4 月 21 日 熊本市災害ボランティアセンタ

ー運営（学生）ボランティアミー

ティング（ロールプレイ）を開催。

熊本市災害ボランティアセンタ

ー設置準備（（仮称）花畑広場）。

4 月 22 日 熊本市災害ボランティアセンタ

ー（本部）を設置。 

4 月 30 日 東区サテライトを設置。 

5 月 14 日 城南・富合サテライトを設置。 

7 月 1 日 本部に各サテライトを統合し、新

たに熊本市動植物園内に設置。 

8 月中旬 ボランティア活動を週末のみの

活動に移行。 

10 月 8 日 本部を熊本市東部浄化センター

に移設。 

10月31日 ボランティア新規依頼の受付終

了。 

11月26日 熊本市災害ボランティアセンタ

ーを閉鎖。 
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（３）災害ボランティアセンターの組織体制 

①組織体制の整備 

災害ボランティアセンターの開所に向けて、

多くのボランティアを受け入れることが見込

まれる中で、多数の運営スタッフを配置する

必要性があった。 

最初に市社会福祉協議会から全国社会福祉

協議会に対して、ブロック派遣要請を行った。

また市社会福祉協議会に登録する学生ボラン

ティアや個人・団体に参加・協力を依頼した。

この事が口コミで広がり、大学教員等の後押

しもあり、非常に多くの学生が運営ボランテ

ィアとして参加し、設置からゴールデンウィ

ークの期間の 8 割は学生スタッフで運営され

た。 

 

②組織編成 

「熊本市災害ボランティアセンター設置・

運営マニュアル」に沿って、以下の組織編成

を行い、役割業務を分担した。 

（ア）本部・総務班 

各班との情報共有、災害対策本部との連携、

外部関係団体との連絡調整、被災者やボラン

ティア向けの広報活動、マスコミ対応、資材

調達など、災害ボランティアセンター全体の

運営の取りまとめ、調整を行う。 

（イ）総合受付班 

 ボランティア活動希望者からの問合わせの

電話、来所対応、情報提供、ボランティア活

動者へのボランティア活動証明書の発行等を

行う。 

（ウ）ニーズ・現地調査班 

 被災者から電話等にて依頼を受け付けて、

依頼票・活動先地図の作成を行う。また、必

要に応じて、現地調査を実施し、危険性の判

断、必要人員、必要資材の算定を行う。 

（エ）ボランティア受付班 

 ボランティアの登録手続き、名札の作成、

ボランティア活動保険の加入手続きを行う。 

（オ）オリエンテーション班 

 センターでの活動に参加するボランティア

に対して、災害ボランティアセンターの目的

や活動上の注意事項、心構え等について説明

する（図表 8-5-2）。 

（カ）マッチング・グルーピング班 

 ニーズ班が作成した災害ボランティア依頼

票を基に、被災者からの依頼内容と必要人員

を紹介し、ボランティア活動希望者を組み合

わせる役割を担う。また、グループリーダー

を選任し、依頼内容の詳細説明、活動現場ま

での移動経路案内などを行う。 

（キ）資材班 

 ボランティアが使用する資材の貸し出し、

保管などの業務を行う。 

（ク）救護班 

 ボランティアやスタッフの活動中や業務中

の怪我や事故等に対して、応急処置などの必

要な初期対応を行い、必要に応じて、医療機

関へつなげる。 

（ケ）車両・駐車場班 

 ボランティア活動者の駐車場整備、ボラン

ティアを移送する車両の手配などを行う。 

 

図表 8-5-2 災害ボランティアセンターでの

オリエンテーションの様子 

(出所：熊本市社会福祉協議会) 

 

③組織の改編と閉鎖  

甚大な被害を受けた地域で、より細かなボ

ランティア活動を展開するため、4 月 30 日に

民間団体の駐車場に東区サテライト、5 月 14

日には、市社会福祉協議会南区事務所に城

南・富合サテライトを設置し、組織拡大を図

った（図表 8-5-1）。 

6 月を過ぎるとボランティア活動における

依頼や処理状況が除々に落ち着きをみせて、
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７月 1 日には、東区と城南・富合サテライト

を本部に統括し、本部を熊本市動植物園に移

転した。10 月以降、熊本市動植物園での設置

が困難になり、10 月 8 日には東部浄化センタ

ーに移転した。新規受付を 10 月末日までとし

て、11月26日をもって閉鎖した（図表8-2-1）。 

 

（４）ボランティアの活動状況 

①4 月 22 日（開所日）から 4 月 28 日 

（ア）活動内容 

開所日には全国から多くのボランティアが

駆けつけた。開所当初は、被害状況の把握が

困難であったこと、また災害ボランティアセ

ンターの設立についても十分に広報ができて

いなかったこと、個人宅では家屋の危険度判

定が実施されておらず、ボランティアの安全

の確保が困難であったことから、①東区を中

心としたポスティング（チラシの配布）、②救

援物資の仕分け、③避難所のニーズ調査活動

の 3 つの活動を展開した。 

上記のポスティングや避難所ニーズ調査、

またマスメディア等を通じて、市民に徐々に

本センターが認識されはじめ、避難所や市民

（個人）から、主に以下の依頼が寄せられる

ようになり活動が拡大した。 

＜避難所＞ 

・清掃活動 

・炊き出し支援 

・高齢者との話し相手（傾聴ボランティア） 

・子どもとの遊び相手 他 

＜市民（個人）＞ 

・倒れた家具の引起こし 

・屋内の片付け 

・落ちた瓦の片付け 

・倒壊したブロックの片付け 

・震災ごみ出し 他 

こうした状況を踏まえ、避難所ニーズ調査

から、避難所運営の支援へとボランティア活

動を移行して、個人宅での活動も 4 月 24 日か

ら少しずつ開始した。 

（イ）ボランティアの移動手段 

 ボランティアを活動場所に派遣するための

移動手段として、開所日からは市電、4 月 26

日からはバスの利用が無料化された。他にジ

ャンボタクシー、大型マイクロバス、自転車

などが移動手段となった。 

なお、活動や移動の際には、市社会福祉協

議会が作成した名札シールの貼付者を災害ボ

ランティアとして確認することとした。 

 

②ゴールデンウィークから 6 月末日 

（ア）活動内容 

4 月 30 日に東区サテライト、5 月 14 日に城

南・富合サテライト（城南福祉センター）を

設置した。この 2 つのサテライトでのボラン

ティア活動者は事前受付した団体ボランティ

ア（企業・グループ）を振り分けるとともに、

依頼に対して、団体ボランティアが少ない場

合にのみ、災害ボランティアセンター本部か

ら、個人ボランティアを派遣する仕組みをと

った。 

ゴールデンウィークに入ると学校再開に向

けて、避難所の集約が行われ始めたため、①

ボランティアによる避難所の片付け、②高齢

者等の避難所から自宅に帰るための荷物移送

活動、③段ボールでの仕切り作業など、主な

3 つの作業が行われた。 

また、発災後から震災ごみは地域のごみス

テーションに搬出するというルールのもと、

ごみ出しが行われ、地域のごみステーション

は震災ごみで溢れた。その中で、震災ごみに

混じり、不法投棄された家電の問題が生じた。  

これらの不法投棄された家電は指定された

集積所に集められ、そこから、冷蔵庫、ＴＶ、

洗濯機等の家電を種類、メーカー、製品番号

別に振り分ける作業が必要とされた。これら

の集積所の一つであった戸島ふれあい広場を

中心に、各 20 名程度のボランティアを派遣し、

家電の仕分けボランティア活動を実施したが、

非常に過酷な作業となった。 

6 月に入ると大雨が続き、ボランティア活

動を妨げた。災害ボランティアセンター本部

では、警報発令時には、二次災害の危険性か

らボランティア活動を中止とした。 
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（イ）ボランティアの移動手段 

この頃、活動先へのボランティアの移送手

段として市電、バス、ジャンボタクシー、大

型・マイクロバス、自転車、徒歩としていた

が、活動現場が広域で、公共交通機関では移

動困難な地域もあったため、移動手段を増や

す必要があった。そこで、5 月 5 日からボラ

ンティアによる車両提供を募った。これによ

り、ボランティアの移動能力が増し、5 月 15

日には、最高活動件数となる 238 件の活動へ

とつながった。また活動人数も 5 月の連休、

休日に多くなっている（図表 8-5-3、図表

8-5-4）。  

 

図表 8-5-3 ボランティア活動件数 

 

 

図表 8-5-4 ボランティア活動人数 

 

 

③7 月 1 日から 11 月 26 日（閉鎖） 

（ア）活動内容 

7 月 1 日に東区サテライト、城南・富合サ

テライトを本部に統括し、本部を熊本市動植

物園に移転した。開所から 2 か月ほど活動し

てきたことにより、依頼案件に対する処理も

進み、新規での相談件数も落ち着きをみせて

きた。この時期になると、仮設住宅やみなし

仮設住宅への引越しが始まりだした。   

そこで、こうした引越しをボランティア活

動として位置付けるものか協議を図り、民間

業を圧迫しないように、以下の要件で引越し

の支援を行うものとした。 

利用対象者は、自宅が被災し、仮設住宅や

みなし仮設住宅に入居される方で、下記条件

に該当する者、①高齢者や障がい者、ひとり

親などの要配慮者世帯、②非課税世帯、③地

震による傷病者世帯とした。活動内容は、ト

ラックへの荷積みや荷物の移動、仮設住宅へ

の荷降ろしと荷物の配置とした。 

受付から活動までの流れは、 

①ボランティアの依頼を市社会福祉協議会各

区事務所で受け付ける。 

②区事務所担当者が現地を訪問、確認調査を

行い、同意書を受理する。 

③区事務所から受け付けた依頼票・訪問調査

内容を、災害ボランティアセンターに連絡

する。 

④災害ボランティアセンターから依頼者に対 

して、活動日時を調整する。 

⑤引越しのボランティア活動を行う。 

この引越しのボランティア活動は、7 月上

旬から 8 月上旬にかけての約１か月間展開さ

れた。日本生活協同組合連合会の協力で、引

越しに使用するトラックが提供され、ボラン

ティアの参加を得た。また、人員が不足する

場合は、一般のボランティアから募集を図り

活動を行った。その後は、市社会福祉協議会

にて車両の準備を行い、一般ボランティアか

ら活動希望者を募り、合計 118 件の引越しボ

ランティアの依頼を受け、活動を行った。 

引越しボランティア活動を行うとともに避

難所の運営支援ボランティア活動や個人宅で

の活動も継続して行った。 

避難所の運営支援ボランティア活動に関し

ては、時間の経過とともに避難所の集約化も

進み、最後の避難所となった熊本市総合体育

館（9 月 15 日閉鎖）の片付け、清掃活動等を

もって、避難所運営支援ボランティアの活動

は終了した。 
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（イ）ボランティアの移動手段 

この頃、活動先へのボランティアの移送手

段として市電、バス、ジャンボタクシー、大

型・マイクロバス、自転車、徒歩としていた

が、活動現場が広域で、公共交通機関では移

動困難な地域もあったため、移動手段を増や

す必要があった。そこで、5 月 5 日からボラ

ンティアによる車両提供を募った。これによ

り、ボランティアの移動能力が増し、5 月 15

日には、最高活動件数となる 238 件の活動へ

とつながった。また活動人数も 5 月の連休、

休日に多くなっている（図表 8-5-3、図表

8-5-4）。  

 

図表 8-5-3 ボランティア活動件数 

 

 

図表 8-5-4 ボランティア活動人数 

 

 

③7 月 1 日から 11 月 26 日（閉鎖） 

（ア）活動内容 

7 月 1 日に東区サテライト、城南・富合サ

テライトを本部に統括し、本部を熊本市動植

物園に移転した。開所から 2 か月ほど活動し

てきたことにより、依頼案件に対する処理も

進み、新規での相談件数も落ち着きをみせて

きた。この時期になると、仮設住宅やみなし

仮設住宅への引越しが始まりだした。   

そこで、こうした引越しをボランティア活

動として位置付けるものか協議を図り、民間

業を圧迫しないように、以下の要件で引越し

の支援を行うものとした。 

利用対象者は、自宅が被災し、仮設住宅や

みなし仮設住宅に入居される方で、下記条件

に該当する者、①高齢者や障がい者、ひとり

親などの要配慮者世帯、②非課税世帯、③地

震による傷病者世帯とした。活動内容は、ト

ラックへの荷積みや荷物の移動、仮設住宅へ

の荷降ろしと荷物の配置とした。 

受付から活動までの流れは、 

①ボランティアの依頼を熊本市社会福祉協議

会各区事務所で受け付ける。 

②区事務所担当者が現地を訪問、確認調査を

行い、同意書を受理する。 

③区事務所から受け付けた依頼票・訪問調査

内容を、災害ボランティアセンターに連絡

する。 

④災害ボランティアセンターから依頼者に対 

して、活動日時を調整する。 

⑤引越しのボランティア活動を行う。 

この引越しのボランティア活動は、7 月上

旬から 8 月上旬にかけての約１か月間展開さ

れた。日本生活協同組合連合会の協力で、引

越しに使用するトラックが提供され、ボラン

ティアの参加を得た。また、人員が不足する

場合は、一般のボランティアから募集を図り

活動を行った。その後は、熊本市社会福祉協

議会にて車両の準備を行い、一般ボランティ

アから活動希望者を募り、合計 118 件の引越

しボランティアの依頼を受け、活動を行った。 

引越しボランティア活動を行うとともに避

難所の運営支援ボランティア活動や個人宅で

の活動も継続して行った。 

避難所の運営支援ボランティア活動に関し

ては、時間の経過とともに避難所の集約化も

進み、最後の避難所となった熊本市総合体育

館（9 月 15 日閉鎖）の片付け、清掃活動等を

もって、避難所運営支援ボランティアの活動

は終了した。 
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（イ）ボランティアの移動手段 
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ンティアによる車両提供を募った。これによ

り、ボランティアの移動能力が増し、5 月 15

日には、最高活動件数となる 238 件の活動へ

とつながった。また活動人数も 5 月の連休、

休日に多くなっている（図表 8-5-3、図表

8-5-4）。  
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活動を行った。その後は、熊本市社会福祉協

議会にて車両の準備を行い、一般ボランティ

アから活動希望者を募り、合計 118 件の引越

しボランティアの依頼を受け、活動を行った。 

引越しボランティア活動を行うとともに避
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の活動も継続して行った。 

避難所の運営支援ボランティア活動に関し

ては、時間の経過とともに避難所の集約化も

進み、最後の避難所となった熊本市総合体育

館（9 月 15 日閉鎖）の片付け、清掃活動等を

もって、避難所運営支援ボランティアの活動

は終了した。 
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一方で、個人宅での支援に関しては、7 月

から公費解体作業が始まるのに伴って、自宅

内の家電、衣類、食器類等をあらかじめ処分

しておく必要があり、こうした作業を自身で

出来ない高齢者、障がい者などを中心に家具

の搬出、片付けの依頼が寄せられるようにな

った。 

4月15日以降に実施されてきた震災ごみの

特別収集体制では、地域のごみステーション

に搬出することになっていた。しかし、7 月

以降は、敷地内の道路に面した場所に震災ご

みを搬出し、搬出後、市担当部局へ災害ボラ

ンティアセンターから依頼し、後日回収され

る戸別収集となった。このルールにのっとり、

毎回の活動終了後には、震災ごみを搬出した

案件を一覧にまとめ、ＦＡＸにて回収依頼を

行った。 

（イ）閉鎖 

10 月以降、熊本市動植物園での設置が困難

となり、10 月 8 日に東部浄化センターへ移設

した。この頃になると主な依頼は、解体に伴

う片付け作業が中心となった。また、新規相

談件数が 0 件の日も出てきたことから、市と

市社会福祉協議会にて協議を図り、新規受付

を 10 月末日までとし、11 月 26 日をもって災

害ボランティアセンターの閉鎖を決定した。 

 

（５）外部機関・地域との連携 

災害ボランティアセンターでは、自律的に

災害支援活動を展開した外部機関や地域との

連携も図った。 

4 月末日からは、東区役所秋津出張所を拠

点に、ブルーシート張りやブロック塀解体な

どの土木作業技術を要する活動を展開してい

たＮＰＯ法人の共同団体であるＤＡＷボラン

ティアセンターと連携して、東区を中心とし

た関連案件を依頼、ボランティアの手配も行

った。同時期に、同様の活動を行うことが出

来る消防ボランティアグループ（九州内在住

者）が駆けつけ、東区を中心とした必要な案

件に対して活動を依頼した。 

また、ある指定避難所では、町内自治会長、

民生委員、大学教員等が協力し、災害ボラン

ティアを必要とする住民への聞き取り調査な

どを実施した。その後、活動内容、必要人員

などのニーズをまとめ、災害ボランティアセ

ンターに要請し、当日、派遣されるボランテ

ィアを現地まで案内するという自発的な活動

が生まれた。これらの活動は新聞でも報道さ

れた。  

本項では、多くのボランティア活動の委託

や長期間のボランティア派遣など、災害ボラ

ンティアセンターと連携が深かったＤＡＷボ

ランティアセンターと尾ノ上校区避難所ボラ

ンティアセンターの活動を取り上げる。 

 

①ＤＡＷボランティアセンター 

（ア）設立経緯 

前震直後より、災害支援活動のために東区

に現地入りしていた複数のボランティア団体

は、17 日に東区の被害状況を調査し、特に秋

津や沼山津地区の甚大な被害に対して、ボラ

ンティアが入っていないことを知り、これら

の地区で支援活動を展開した。こうした活動

を通じてボランティア団体とも信頼関係がで

きた秋津出張所は、ボランティア団体に敷地

内の駐車場を開放し、団体名の頭文字から命

名されたＤＡＷボランティアセンターが設置

された。設立当初より、災害ボランティアセ

ンターとの連携を視野に入れ、災害ボランテ

ィアセンターでは対応困難だった応急危険度

判定による「危険（赤紙）」、「要注意（黄紙）」

が貼られた現場での作業を中心に展開した。 

（イ）活動期間・構成メンバー 

4 月末日より災害ボランティアセンターと

連携を開始した。前日にボランティアの必要

人員を確認し、災害ボランティアセンターか

ら派遣された。なお、危険作業については、

ボランティア団体の人的ネットワークを活用

して、高所作業経験者や消防関係者、大工な

どの専門職によるボランティアが全国から駆

けつけた。なお、彼らに対しては、ボランテ

ィア団体として独自に危険作業専門の保険に

加入するなどの安全対策をとった。一般のボ
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ランティアには安全な場所での作業などの役

割分担をした。 

5 月の連休期間をピークに、5 月（月間）で

1,300 人ものボランティアを受け入れて活動

した。6 月以降は 500 人から 200 人前後の人

員で活動が推移した(図表 8-5-5)。 

8 月以降、作業件数は減少し、11 月 26 日を

もってボランティア支援の必要性はなくなっ

たと判断して閉鎖した。閉鎖までの期間、95％

以上が県外からのボランティアで占められて

いた。 

 

図表 8-5-5 ボランティア数の推移 

 

（出所：ＤＡＷボランティアセンター資料よ

り作成） 

 

（ウ）活動内容 

 発災から 5 月にかけて、倒壊した家から家

財や貴重品を安全に取り出すための重機での

作業や、不要な家財などの運び出し作業（片

付け）、また、倒壊、歪んだブロック塀の解体

作業が多く発生した。これらは早急に対応で

きる業者がなかったため、近隣トラブルや通

学路が危険になるなどの懸念から住民から依

頼された。また道路に溢れかえった震災ごみ

の搬出作業も主要な作業であった。全国から

トラックを募集して、4ｔトラック約 40 台分

の震災ごみを市とも連携をとりながら搬出し

た。ブロック塀の解体や雨漏り屋根のブルー

シート張りなどの危険作業についても、全国

から集まった高所作業経験者などのボランテ

ィアを中心に作業を進めた（図表 8-5-6）。 

 6 月を過ぎると依頼件数が減るが、引き続

きブロック塀の解体、ブルーシート張りや、

被災者宅の片付けや清掃、引越しの手伝い、

家屋の修理補修などの活動が展開された。ま

た、炊き出しや健康支援、災害支援団体のコ

ーディネートなども行った。 

また、生活保護受給者の住宅探しや、不動

産、り災証明や義援金等の手続きの支援など

も東区保護課と連携しながら行った。関連団

体の連携においても、被災地障害者センター

くまもとや東区民生委員・児童委員協議会な

ど、特に地域事情に通じる民生委員からの情

報を参考に作業の優先順位などを判断した。 

 

図表 8-5-6 ボランティア活動件数の推移 

 

（出所：ＤＡＷボランティアセンター資料よ

り作成） 

 

②尾ノ上校区避難所ボランティアセンター 

（ア）設立経緯 

4月 16日夜に 1,000人を超える避難者が集

まった尾ノ上校区避難所（尾ノ上小学校）で

は、校長やＰＴＡ役員、住民などが一丸とな

った自主運営組織による避難所運営が図られ

る中で、被災者支援の地域拠点として、ボラ

ンティアセンターも併設することとなった。

膨大かつ深刻な在宅避難者のニーズを意識し

つつも、声を聴くことがすぐできる避難所内

の避難者の帰宅支援から着手した。4 月 24 日

に校内放送を使って、ボランティアの希望を

呼びかけた。数人から自宅の片付けの要望が

あり 26 日から個別世帯へのボランティア派- 501 - 
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った自主運営組織による避難所運営が図られ

る中で、被災者支援の地域拠点として、ボラ

ンティアセンターも併設することとなった。

膨大かつ深刻な在宅避難者のニーズを意識し

つつも、声を聴くことがすぐできる避難所内
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遣が始まった。 

（イ）活動内容 

 ボランティアは、前日夕方にボランティア

の人員数を災害ボランティアセンターに連絡

し、当日午前 10 時に尾ノ上小学校に派遣され

た。地域のニーズを掘り起こすために、校区

社会福祉協議会の構成員であった尾ノ上校区

第 8 町内自治会長に相談、協力を求めた。第

8 町内自治会長を通して、他の町内自治会長

や民生委員・児童委員に協力を求め、町内に

おけるボランティアの希望を聞いて回っても

らった。その結果、多い順に、①室内の片付

け、②廃棄物・瓦の運搬、敷地内の片付け、

③ブロック塀の解体、④その他となった。4

月 26 日から 5 月 5 日、5 月 7、8、14、20、28

日の 15 日間で延べ 103 件のニーズに対応し、

延べ 348 人のボランティアを派遣した。なお、

4 月 24、25 日、5 月 4 日には避難所の清掃（体

育館、校舎の教室・廊下・トイレ等）も行っ

た（図表 8-5-7）。 

 

図表 8-5-7 ボランティア活動件数と 

派遣人員の推移 

 

（出所：高林秀明（2017）「研究ノート 住民

自治による避難所運営―熊本地震の地域拠点

の実際と教訓」熊本学園大学社会福祉研究所

報第 45 号、76 ページ、表 2 より作成） 

 

（６）今後の課題 

①災害ボランティアセンターの設置場所の

確保 

 2 回の災害ボランティアセンターの移設は、

ボランティアが減少した一因となった。平時

より長期間使用可能な災害ボランティアセン

ターの設置候補地を、市と市社会福祉協議会

において協議して定めることが必要である。 

②地域在住の運営ボランティアの確保 

多くのボランティアを受け入れるためには、

運営スタッフの確保、特に地域の地理や文化

風習に詳しい地域在住の運営ボランティアが

求められる。今回の地震では、ゴールデンウ

ィーク中までは地元の大学生が活動してくれ

たが、その後は県外在住者が主要なメンバー

であった。災害運営ボランティアリーダー研

修会（仮）等を開催し、災害運営ボランティ

アの意義やその必要性を認識し、その養成に

努める必要がある。 

 

③災害ボランティアセンター設置・運営マニ

ュアルの改訂 

災害ボランティアセンター設置・運営マニ

ュアルでは、避難所に対するボランティア派

遣の想定や依頼票等の様式がなく調整にとま

どった。市と市社会福祉協議会において、熊

本地震における避難所へのボランティア派遣

について検証し、マニュアルの改訂が必要で

ある。 

 

④地域災害ボランティアコーディネーター

の養成 

熊本地震では、全国から多数のボランティ

アが駆けつけたが、すべてを受け入れること

ができなかった。一方で、校区住民によるニ

ーズ調査やボランティアコーディネート等が

実施され効果的であったことからも、このよ

うな取組が広がることで災害ボランティアセ

ンターの受援力を高めることができる。 

市と市社会福祉協議会は連携して、地域に

対して、地域災害ボランティアコーディネー

ター養成研修（仮）等の実施を検討している。 

 

⑤市と市社会福祉協議会の連携体制 

熊本地震では、災害ボランティアセンター

を市社会福祉協議会が運営していて、運営費

用も負担した（のちに市が一部負担）。当初、

災害ボランティアセンターとの連携のため、

センター内に市（地域活動推進課）から「情
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報連絡員」を置こうと考えていたが、複数の

センター設置の想定もあったため、市社会福

祉協議会からの申出もあり常駐はなかった。

結果、電話でのやりとりのみでセンターとの

コミュニケーションに距離が開いた。今後に

むけて両者間で会議体を持ち、組織体制につ

いて協議していく必要がある。 

 

２．その他ボランティアの支援 

（１）「あいぽーとくまもと」の活動状況 

①災害関連会議への参加・主催 

「熊本市民活動支援センター・あいぽーと」

（以下「あいぽーと」という。）は、市民の様々

な公益活動を推進していくための活動に関す

る打合せや、情報収集・発信、交流、相談、

作業などの活動の場を提供する事業を行う市

の機関である。発災直後、あいぽーとが入居

している「ウェルパルくまもと」が被災し損

傷したことで、一部の業務を停止し、相談・

申請等の窓口業務のみを行ってきた。災害時

には震災復興のための会議や協議の場に参加

し、主に復旧支援等に取り組む団体の情報の

収集・発信に努めた。 
（ア）火の国会議 

火の国会議は、4 月 19 日以降、被災地域や

避難所の情報共有、ＮＰＯ等が相互に補完す

るための調整等を目的として、ＪＶＯＲＤ（全

国災害ボランティア団体ネットワーク）を主

催者として立ち上げられた。行政（県、各市）、

社会福祉協議会（県、各市）、県内で災害支援

活動をするボランティア団体らが参加し、4

月 28 日以降、あいぽーとも随時参加し、情報

交換に努めた。毎週火曜日 18 時より継続的に

開催されてきた。会議の主催者は後にＫＶＯ

ＡＤ（くまもと災害ボランティア団体ネット

ワーク）に引き継がれた。 

（イ）熊本市・熊本市社会福祉協議会・ＮＰ

Ｏ等連携会議 

火の国会議にて、ＮＰＯ等の連携体制が整

い、さらに行政機関との連携充実を図るため

に 6 月 3 日に、「熊本市・熊本市社会福祉協議

会・ＮＰＯ等連携会議」が発足した。行政の

対処方針等をＮＰＯ等に提供し、また災害支

援活動を行っているＮＰＯ等からの課題等を

行政に迅速に伝える役割として開催された。

ＪＶＯＡＤを主催者として、市、市社会福祉

協議会、市内で支援活動をするボランティア

団体による情報交換を目的とした会議体であ

り、あいぽーとも随時参加した。毎月第 2、4

火曜日の 16 時より開催されてきた。その後、

この組織は全県規模の連携会議と合同で開催

されることとなった。会議の主催者は後にＫ

ＶＯＡＤに引き継がれた。 

（ウ）ひごまる会議 

6 月 18 日には、熊本市内で支援活動をして

いるボランティア団体を対象として、避難所

へのボランティアの調整を目的とした「ひご

まる会議」が発足した。あいぽーとが主催し、

傾聴ボランティアを避難所におけるサロン活

動とマッチングするなど行った。 

また、個別でのボランティア希望者の窓口

の一元化として、あいぽーとが受け持ち、既

存のボランティア団体に随行する形での参加

を調整した。ただし、個人ボランティアの受

付に関しては実績が少なかった。 

（エ）益城がんばるもん会議 

 行政、益城町での災害支援活動団体、ＪＶ

ＯＲＤで構成される「益城がんばるもん会議」

に、9 月以降 2 回参加した。 

 

②拠点避難所での支援活動 

 あいぽーとでは、5 月 26 日から 6 月 22 日

までの間、避難所支援団体の活動に 14 回ほど

参加し、避難者の声を直接聴くとともに拠点

避難所の現状把握に努めた。 

 

③被災状況アンケートの実施 

5 月に市内のＮＰＯ団体とあいぽーとの登

録団体に、被害状況および今後の支援活動へ

の協力の可能性について、「被災状況アンケー

ト」を実施し、各団体の現状把握に努めた。

ＮＰＯ法人 303 法人中、163 法人が回答し（回

答率 54％）、あいぽーと登録団体 426 団体中

139 団体（回答率 33％）が回答した。 
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このアンケートを通して、支援活動に協力

可能だと返答した団体を対象に、5 月 29 日、

参加団体 27 団体 43 名、6 月 12 日、参加団体

30 団体 46 名に災害支援活動協力に関する説

明会を実施した。内容は、避難所の状況や活

動事例発表、課題に対するグループワーク、

支援団体への助成金情報、支援団体の動き、

足湯体験等を説明、実施した。 

 

④災害支援団体とのマッチング 

アンケートの回答の中で協力可能な団体に

は、ひごまる会議に出席してもらい、ボラン

ティア団体の活動とマッチングを行った（図

表 8-5-8）。 

 

図表 8-5-8 災害支援団体とのマッチング 

月日 災害支援活動団体 マッチング団体 

災害ボランティアにおける学生連携 5/12 

関西大学 ＫＶＣ（熊本ボラ

ンティアコンシ

ェルジェ） 

災害ボランティアの情報取得 5/15 

ＮＰＯ法人ボラン

ティアインフォ 

ＫＶＣ 

避難所における支援活動 5/22 

チーム中越(新潟

地震災害支援チー

ム) 

ＮＰＯ法人小町

ウィング 

避難所における支援活動 5/25 

ＮＰＯ法人小町ウ

ィング 

ペガサス（あいぽ

ーと登録団体） 

避難所における支援活動 5/31 

ＮＰＯ法人傾聴ネ

ットキーステーシ

ョン 

ＮＰＯ法人ソナ

エトコ 

 

 

⑤災害支援に関する情報発信および研修 

各種支援活動に取り組んでいる団体等に対

して、収集した災害情報の提供や研修等によ

って支援活動のサポートを行った。 

 4 月 23 日から 9 月 30 日の間、電話や窓口

の問い合わせ等も含み、累計で 790 件（5 月

の 526 件がピーク）の情報提供を行った。 

 5 月 21 日には、避難所支援のための足湯講

習会を実施し、チーム中越、ＮＰＯ法人ソナ

エトコ他 7 名が参加した。 

 9 月 15 日には、みなし仮設住宅に関する座

談会を開催し、東日本大震災支援全国ネット

ワーク、被災者支援ふくおか市民ネットワー

ク他 13 名が参加した。 

 

（２）校区自治協議会等による災害ボランテ

ィア活用の働きかけ 

①経緯 

 ゴールデンウィークの期間中、災害ボラン

ティアセンターには多くのボランティアの要

望があり、一方でボランティア希望者が多か

ったにもかかわらず、場所や希望日が個々に

散らばり、効率的なマッチングがうまくいか

ない課題を抱えていた。 

 この状況で災害ボランティアセンターに所

属し、以前に市社会福祉協議会中央区事務所

に勤めていた職員が、中央区内の校区自治協

議会や校区社会福祉協議会の代表と面識があ

ったことから、これらの代表者に地域での災

害ボランティアの取りまとめをお願いしてい

た。この働きかけによって、一新、白山、向

山校区では、家の片付けや引越しなど、多く

のボランティアをまとめて派遣することがで

き、一日の実施件数も多くこなす事例が出て

きた。また、大江校区自治協議会でも独自に

自主的なボランティア活動が展開されていた

（詳細後述）。 

 そこで、5 月 9 日に災害ボランティアセンタ

ーより校区自治協議会、校区社会福祉協議会、

民生委員・児童委員宛に「災害ボランティアの

活用について（お願い）」という文書を通知し、

地域でのボランティアの取りまとめをお願い

した。その後、5 月 13 日に各校区自治協議会宛

に市地域活動推進課からも、「校区の地域課題

解決のための災害ボランティアの活用につい

て」という通知を送付した。通知後、通知文だ

けでは趣旨がうまく伝わっていなかったため、

大江校区での実践事例についてまとめた資料
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を使って関係者からの問合せの際は対応した。 

 

②大江校区での実践事例 

大江校区では、校区社会福祉協議会長（民

生委員）が中心となって、大学生や高校生の

ボランティアにより、地域住民の家の片付け

等をゴールデンウィーク期間までに 80 件行

われた。依頼主にとっては顔見知りである民

生委員からの紹介ということもあり、安心し

てボランティアを受け入れることができ、ま

とめてボランティアを派遣することも可能で

あった（図表 8-5-9）。 

ゴールデンウィーク後は、平日に学生ボラ

ンティアを期待できないことから、市から災

害ボランティアセンターの紹介を受けた。 

 

図表 8-5-9 大江校区での災害ボランティア 

活動 

 

（出所：熊本市社会福祉協議会） 

 

③成果 

前述の災害ボランティアセンターや市地域

活動推進課からの働きかけによって、古町、

御幸、麻生田の 3 校区で取りまとめの申出が

あり、ボランティアが派遣された。市地域活

動推進課も取りまとめ役を補助した。倒壊ブ

ロック塀の搬出等の活動が展開され、実施件

数は少ないながらも地域住民からの評価は高

かった。また中央区でも大江校区以外の 3 校

区で自主的な災害ボランティア活動が報告さ

れている（図表 8-5-10）。 

なお、これらの呼び掛けは、拠点避難所に

移行後だったため、もう少し早い段階であれ

ば校区単位での災害ボランティア活動も広が

った可能性が考えられ、今後の課題となった。 

 

図表 8-5-10 校区自治協議会を中心とした

災害ボランティア活動 

区 校区 延べ件数 主な作業内容 

大江 80 以上 家の片付け、引越し等

一新 詳細不明 家の片付け等 

白山 詳細不明 家の片付け等 

中

央 

向山 詳細不明 家の片付け等 

西 古町 2 倒壊ブロック塀搬出 

南 御幸 5 倒壊ブロック塀搬出 

北 麻生田 7 倒壊ブロック塀搬出、

家の片付け 
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